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後
漢
中
後
期
の
思
想
家
で
あ
る
王
符
の
俗
信
批
判
を
考
察
す
る
基
礎
作
業

と
し
て
、
そ
の
著
『
潜
夫
論
』
の
う
ち
卜
列
篇
お
よ
び
叙
録
篇
（
各
篇
の
要

旨
を
記
す
篇
）
の
卜
列
篇
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
注
釈
を
加
え
た
。

卜
列
篇
は
そ
の
〈
卜
占
に
関
す
る
議
論
〉
と
い
う
篇
名
に
か
か
わ
ら
ず
、

卜
占
の
ほ
か
易
占
や
鬼
神
の
祭
祀
、
図
宅
術
（
住
居
と
住
人
の
姓
と
に
よ
る

占
い
）、
太
歳
の
禁
忌
（
太
歳
星
と
の
位
置
関
係
に
よ
る
禁
忌
）
と
い
っ
た
当

時
の
様
々
な
俗
信
を
取
り
上
げ
て
批
判
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

語
注
に
お
い
て
は
、
王
符
の
俗
信
批
判
の
特
徴
を
明
確
に
す
べ
く
、
後
漢

の
批
判
哲
学
の
確
立
者
と
さ
れ
る
王
充
の
『
論
衡
』
の
所
説
と
の
比
較
に
留

意
し
た
。

こ
の
作
業
の
結
果
、
王
符
の
俗
信
批
判
が
、
王
充
と
同
じ
く
真
理
の
闡
明

を
目
指
し
な
が
ら
も
、
よ
り
強
く
民
衆
の
精
神
的
な
安
定
、
賢
君
に
よ
る
風

俗
改
善
な
ど
現
実
的
政
治
的
な
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

王
符
　
潜
夫
論
　
後
漢
思
想
　
批
判
哲
学
　
俗
信
批
判

漢
代
の
人
々
は
様
々
な
俗
信
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
。
卜
筮
・
家
相
・
人

相
・
夢
占
な
ど
の
占
い
に
一
喜
一
憂
し
、
移
転
・
普
請
・
葬
儀
・
婚
姻
に
関
す

る
禁
忌
に
縛
ら
れ
、
鬼
神
の
祟
り
を
恐
れ
て
祭
祀
を
行
っ
た
。
王
符
（
八
〇
？

〜
一
六
七
？
）
の
『
潜
夫
論
』
は
、
弊
害
を
露
呈
す
る
現
実
へ
の
処
方
箋
だ
が
、

そ
の
卜
列
、
巫
列
、
相
列
、
夢
列
の
四
篇
は
、
占
い
・
祭
祀
・
禁
忌
な
ど
漢
代

人
の
精
神
生
活
を
覆
っ
た
当
時
の
俗
信
を
反
映
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
王
符
の

俗
信
批
判
考
察
の
基
礎
作
業
と
し
て
、卜
列
篇
に
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

今
後
、
他
の
三
篇
に
つ
い
て
も
同
様
に
注
釈
を
施
す
予
定
で
あ
る
。

当
時
の
俗
信
の
実
態
は
王
充
（
二
七
〜
九
六
）
の
『
論
衡
』（
特
に
四
諱
第

六
十
八
〜
解
除
第
七
十
五
の
八
篇
）
に
詳
し
く
、
そ
れ
に
対
す
る
王
充
の
批
判

も
該
博
な
知
識
と
透
徹
し
た
論
理
と
を
発
揮
し
た
強
靭
な
も
の
で
、
質
量
と
も

に
王
符
の
批
判
を
凌
駕
す
る
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
王
符
は
、
醒
め
た
理
性
に

よ
っ
て
虚
妄
を
暴
露
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
世
の
人
々
の
惑
溺
を
解
く

か
に
思
い
を
致
し
、
そ
の
困
難
を
一
種
諦
観
を
漂
わ
せ
て
吐
露
す
る
。
こ
の
現

実
に
対
す
る
意
識
に
王
符
の
批
判
哲
学
の
特
徴
と
時
代
の
混
迷
の
深
さ
と
が
見

て
取
れ
る
。

凡
例

一
、
汪
継
培
『
潜
夫
論
箋
』（
湖
海
楼
叢
書
本
）
を
底
本
と
し
た
。

二
、
原
文
に
分
節
は
無
い
が
、
全
体
を
十
節
に
分
け
（
後
掲
の
彭
鐸
の
分
節

に
よ
る
）、
節
毎
に
「
校
異
」「
訓
読
」「
語
注
」「
現
代
語
訳
」
を
付
し

た
。
現
代
語
訳
の
冒
頭
に
は
、
一
節
の
要
旨
を
標
題
と
し
て
掲
げ
た
。

三
、
本
文
の
字
句
を
改
め
る
場
合
、
改
め
る
前
の
字
句
を
（

）
に
括
り
、

そ
の
下
に
改
め
た
後
の
字
句
を
〔

〕
に
括
っ
て
示
し
た
。
ま
た
、
補

足
し
た
字
句
は
〔

〕
で
括
っ
て
示
し
た
。
訓
読
・
現
代
語
訳
は
校
訂
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後
の
字
句
に
よ
っ
た
。

四
、
校
異
・
語
注
・
翻
訳
に
は
、
汪
継
培
説
の
ほ
か
、
奥
田
元
継
『
潜
夫
論
』

（
付
訓
点
、
一
七
八
二
年
）、
彭
鐸
『
潜
夫
論
箋
校
正
』（
中
華
書
局

〈
新
編
諸
子
集
成
〉、
一
九
八
五
年
）、
胡
楚
生
『
潜
夫
論
集
釈
』（
鼎
文

書
局
、
一
九
七
九
年
）、
胡
大
浚
他
『
王
符
《
潜
夫
論
》
訳
注
』（
甘
粛

人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）、
彭
丙
成
『
新
訳
潜
夫
論
』（
三
民
書
局

〈
古
籍
今
注
新
訳
叢
書
〉、
一
九
九
八
年
）、
張
覚
『
潜
夫
論
全
訳
』（
貴

州
人
民
出
版
社
〈
中
国
歴
代
名
著
全
訳
叢
書
〉、
一
九
九
九
年
）
を
参

照
し
た
。

五
、
漢
字
の
旧
字
体
・
異
体
字
は
、
特
に
必
要
な
場
合
の
ほ
か
は
新
字
体
に

改
め
た
。
ま
た
訓
読
は
現
代
仮
名
遣
い
に
よ
っ
た
。

六
、
現
代
語
訳
に
お
い
て
、
文
意
の
補
足
は
〔

〕
に
、
注
記
は
（

）
に

括
っ
た
。

一

天
地
開
闢
有
神
民
、
民
神
異
業
精
気
通
。
行
有
招
召
、
命
有
遭
随
、
吉
凶
之
期
、

天
難

斯
。
聖
賢
雖
察
不
自
専
、
故
立
卜
筮
以
質
神
霊
。
孔
子
称
「
蓍
之
徳
円

而
神
、
卦
之
徳
方
以
智
。」
又
曰
、「
君
子
将
有
行
也
、
問
焉
而
以
言
、
其
受
命

而
嚮
。」
是
以
禹
之
得
皐
陶
、
文
王
之
取
呂
尚
、
皆
兆
告
其
象
、
卜
底
其
思
、

以
成
其
吉
。

【
訓
読
】
天
地
開
闢

か
い
び
ゃ
く
し
て
神
と
民
と
有
り
、
民
と
神
と
業
を
異
に
す
れ
ど

も
精
気
通
ず
。
行
い
に
招
召

し
ょ
う
し
ょ
う

有
り
、
命
に
遭
随
そ
う
ず
い

有
り
、
吉
凶
の
期
、
天
は

な
り
難
し
。
聖
賢
は
察
な
り
と
雖
ど
も
自み

ず
から
專
ら
に
は
せ
ず
、
故
に
卜
筮
ぼ
く
ぜ
い

を

立
て
以
て
神
霊
に
質た

だ

す
。
孔
子
称
す
ら
く
、「
蓍め
と
ぎの
徳
は
円
に
し
て
神
、
卦か

の
徳
は
方
に
し
て
智
」
と
。
又
曰
ま
た
い
わ

く
「
君
子
将ま
さ

に
行
う
こ
と
有
ら
ん
と
す
る

や
、
焉こ
れ

に
問
い
て
以
て
言
い
、
其
の
命
を
受
く
る
こ
と
嚮ひ
び

き
の
而ご
と

し
」
と
。

是こ
こ

を
以
て
禹う

の
皐
陶
こ
う
よ
う

を
得
、
文
王
の
呂
尚
り
ょ
し
ょ
う
を
取
る
は
、
皆み
な

兆ち
ょ
う

其そ

の
象し
や
うを
告

げ
、
卜ぼ

く

其そ

の
思
い
を
底い
た

し
、
以
て
其
の
吉き
つ

を
成
す
な
り
。

【
語
注
】
○
卜
列

卜
占
に
関
す
る
議
論
。「
列
」
は
論
と
同
義
で
、「
凡
そ

事
理
を
陳
説
し
て
次
序
有
る
を
〈
論
〉
と
為
し
、
亦
之
を
〈
列
〉
と
謂
う
べ

し
」（
彭
鐸
）。「〈
卜
〉
は
〈
占
卜
〉、〈
列
〉
は
〈
論
列
（
順
序
だ
て
て
論
述

す
る
）〉、〈
卜
列
〉
は
〈
卜
論
〉」（
彭
丙
成
）。
こ
の
「
列
」
字
は
、
卜
列
第

二
十
五
以
下
、
巫
列
第
二
十
六
・
相
列
第
二
十
七
・
夢
列
第
二
十
八
と
続
く

俗
信
批
判
を
内
容
と
す
る
篇
名
に
用
い
ら
れ
る
。
○
天
地
開
闢

天
地
の
始

原
。
天
地
の
始
原
か
ら
三
皇
以
降
、
三
代
に
至
る
展
開
は
、
五
徳
志
篇
に

「
古
よ
り
在
昔
、
天
地
開
闢
し
、
三
皇
迭た

が

い
に
制
し
、
各
お
の
お
の

号
諡
を
樹た

て
、
以

て
其
の
世
を
紀し

る

す
。
天
命
は
五
も
て
代
わ
り
、
正
朔
は
三
も
て
復か

え
る
（
自

古
在
昔
、
天
地
開
闢
、
三
皇
迭
制
、
各
樹
号
諡
、
以
紀
其
世
。
天
命
五
代
、

正
朔
三
復
）。」
と
記
さ
れ
る
。
○
民
神
異
業

民
と
神
と
が
事
業
を
異
に
す

る
こ
と
。「
業
」
は
「
事
」
の
意
（『
国
語
』
楚
語
下
韋
昭
注
）。『
国
語
』
楚

語
下
に
観
射

か
ん
え
き

父ほ

の
言
葉
と
し
て
、
古
代
（
少

以
前
）
に
は
民
と
神
と
は
雑

ら
ず
、
民
の
う
ち
心
の
専
一
な
る
も
の
が
巫
覡
（
男
女
の
ミ
コ
）
と
な
り
、

や
が
て
天
神
地
祇
を
祭
る
五
官
（
五
行
の
官
）
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

「
民
は
是
を
以
て
能
く
忠
信
有
り
、
神
は
是
を
以
て
能
く
明
徳
有
り
、
民
神

業
を
異
に
し
、
敬
し
て

け
が

れ
ず
（
民
是
以
能
有
信
、
神
是
以
能
有
明
徳
、
民

神
異
業
、
敬
而
不

）」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
史
記
』
暦
書
は

『
国
語
』
を
踏
ま
え
、
五
官
を
設
け
て
民
神
異
業
で
あ
っ
た
の
は
、
少

の

前
、
す
な
わ
ち
黄
帝
の
治
世
で
あ
る
と
す
る
。
○
精
気
通

「
精
気
」
は
陰

陽
の
精
微
霊
妙
の
気
。『
易
』
繋
辞
上
伝
に
「
精
気
．
．

物
と
為
り
、
遊
魂
変
を

為
す
。
是
の
故
に
鬼
神
の
情
状
を
知
る
（
精
気
．
．

為
物
、
遊
魂
為
変
。
是
故
知

鬼
神
之
情
状
）」
と
あ
る
。
人
と
鬼
神
と
は
、
精
気
の
集
散
が
も
た
ら
す
状
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態
の
違
い
に
他
な
ら
な
い
。
易
は
陰
陽
の
変
化
を
究
明
す
る
も
の
だ
か
ら
、

易
を
通
じ
て
人
は
鬼
神
の
実
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
精
気
」
の
語
は

他
に
も
、
例
え
ば
『
管
子
』
内
業
篇
、『
呂
氏
春
秋
』
尽
数
篇
、『
淮
南
子
』

泰
族
訓
な
ど
に
見
え
る
。
○
行
有
招
召

「
招
召
」
は
禍
い
や
辱
め
を
招
く

こ
と
。『
荀
子
』
勧
学
篇
は
、
物
事
に
は
必
ず
原
因
が
あ
り
、
あ
る
結
果
に

は
そ
れ
を
招
く
同
類
の
原
因
が
あ
る
（
例
え
ば
的
が
張
ら
れ
れ
ば
弓
矢
、
材

木
が
茂
れ
ば
斧
斤
が
至
る
）
と
し
、「
故
に
言
え
ば
禍
を
召ま

ね

く
こ
と
有
り
、

行
え
ば
辱
め
を
招
く
こ
と
有
り
。（
故
有
召
禍
也
、
行
有
招
辱
也
）」
と
言
う
。

同
じ
記
述
が
『
大
戴
礼
記
』
勧
学
篇
に
も
見
え
る
。『
論
衡
』
累
害
篇
は

『
荀
子
』
に
基
づ
く
成
語
を
踏
ま
え
、「
何
の
招
召
か
之
有
ら
ん
（
何
招
召
之

有
）」
の
よ
う
に
、「
招
召
」
二
字
で
一
語
と
す
る
。
○
遭
随

漢
代
に
行
わ

れ
た
運
命
に
関
す
る
思
想
で
あ
る
三
命
説
（
正
命
・
随
命
・
遭
命
）
の
う
ち

遭
命
・
随
命
の
二
種
を
指
す
。
正
命
は
、
生
得
の
善
性
ゆ
え
に
操
行
の
如
何

に
拘
わ
ら
ず
善
果
を
得
る
運
命
。
随
命
は
、
善
行
・
悪
行
の
操
行
に
応
じ
て

善
果
・
悪
果
を
得
る
運
命
。
遭
命
は
、
操
行
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
悪
果
を
得

る
運
命
。
正
命
は
別
名
を
寿
命
（
趙
岐
『
孟
子
』
注
・
『
公
羊
』
疏
所
引
何

休
『
左
氏
膏
肓
』）
・
大
命
（『
春
秋
繁
露
』
重
政
篇
）
・
受
命
（『
礼
記
』

祭
法
所
引
『
援
神
契
』）
と
も
言
う
。
ま
た
、
正
命
に
対
し
て
、
随
命
・
遭

命
を
合
わ
せ
て
「
変
命
」
と
も
言
う
（『
春
秋
繁
露
』
重
政
篇
）。「
遭
随
」

す
な
わ
ち
遭
命
と
随
命
と
の
両
者
は
、
結
果
に
操
行
の
如
何
が
関
係
す
る
か

否
か
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
、
正
命
に
対
し
て
言
え
ば
、
悪
果
を
招
く
可

能
性
の
あ
る
運
命
と
い
え
る
。『
潜
夫
論
』
に
は
、
卜
列
篇
の
ほ
か
論
栄
篇

に
「
士
を
論
ず
る
に
は
苟
も
志
行
に
定
め
、
遭
命
．
．

を
以
て
す
る
勿
れ
（
論
士

苟
定
於
志
行
、
勿
以
遭
命
．
．

）」
と
見
え
、
遭
命
を
生
得
の
善
性
や
日
頃
の
善

行
と
は
無
関
係
の
理
不
尽
な
運
命
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。な
お
、

王
充
は
命
定
論
の
立
場
か
ら
随
命
を
認
め
な
い
が
、
王
符
は
人
為
を
重
視
す

る
立
場
か
ら
随
命
を
支
持
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
○
期

定
め
に
よ
り

遭
遇
す
る
こ
と
、
巡
り
合
わ
せ
。『
説
文
解
字
』
七
篇
上
「
期
、
会
也
」
の

段
玉
裁
注
に
「
期
と
は
、
要
約
の
意
。
会
合
を
為
す
所
以
な
り
（
期
者
、
要

約
之
意
。
所
以
為
会
合
也
）。」
と
あ
る
。
一
説
に
、「
約
会
（
会
う
こ
と
を

約
束
す
る
）」
の
意
か
ら
引
申
し
て
「
予
測
」
の
意
（
張
覚
）。
○
天
難

斯

「

」
は
、
誠
で
あ
る
、
変
わ
ら
な
い
。「
斯
」
は
助
辞
。
天
命
は
移
り
変
わ

る
の
で
測
り
難
い
の
意
。『
詩
経
』
大
雅
、
文
王
之
什
、
大
明
に
見
え
る
。

今
本
『
毛
詩
』
で
は
「
天
は
忱ま

こ
とな
り
難
し
、
易や
す

か
ら
ざ
る
は
維こ

れ
王
（
天
難

忱
斯
、
不
易
維
王
）」
と
あ
る
。
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』
は
卜
列
篇
お

よ
び
『
春
秋
繁
露
』
天
地
陰
陽
篇
に
拠
り
、
魯
詩
・
斉
詩
で
は
「
忱
」
を

「

」
に
作
る
と
す
る
。「

」
は
、『
爾
雅
』
釈
詁
に
「

、
信
也
。」
と
あ

り
「
忱
」
と
同
義
。
○
自
専

独
断
す
る
。
独
断
せ
ず
卜
筮
に
問
う
こ
と
は

以
下
の
文
献
に
見
え
る
。『
礼
記
』
祭
義
篇
「〔
天
子
は
卜
筮
の
官
を
立
て
、

天
子
自
身
に
〕
明
知
の
心
有
り
と
雖
ど
も
、
必
ず
〔
卜
筮
の
前
に
〕
進
み
て

其
の
志
を
断
じ
、
敢
え
て
専
に
せ
ざ
る
を
示
し

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
以
て
天
を
尊
ぶ
な
り
。

（
雖
有
明
知
之
心
、
必
進
断
其
志
焉
、
示
不
敢
専

．
．
．
．

、
以
尊
天
也
。）」『
論
衡
』

辨
祟
篇
「
聖
人
事
を
挙
ぐ
る
に
、
先
づ
義
に
定
め
、
義
已
に
定
立
す
れ
ば
、

決
す
る
に
卜
筮
を
以
て
し
、
己
を
専
ら
に
せ
ざ
る
を
示
し

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
鬼
神
と
意
を
同

じ
く
し
指
を
共
に
す
る
を
明
ら
か
に
し
て
、
衆
下
を
し
て
信
用
し
て
疑
わ
ざ

ら
し
め
ん
と
欲
す
（
聖
人
挙
事
、
先
定
於
義
、
義
已
定
立
、
決
以
卜
筮
、
示．

不
専
己

．
．
．

、
明
与
鬼
神
同
意
共
指
、
欲
令
衆
下
信
用
不
疑
）。」『
白
虎
通
』
蓍

亀
篇
「
聖
人
独
見
先
睹
す
る
も
、
必
ず
蓍
亀
に
問
う
は
何
ぞ
や
。
自
ら
専
に

．
．
．
．

せ
ざ
る
を
示
す

．
．
．
．
．
．

な
り
（
聖
人
独
見
先
睹
、
必
問
蓍
亀
、
何
。
示
不
自
専

．
．
．
．

也
）。」

○
神
霊

鬼
神
と
同
義
。
巫
列
篇
に
「
淫
鬼
な
る
者
は
（
中
略
）
守
司
有
る

の
真
の
神
霊
．
．

に
非
ず
（
淫
鬼
者
（
中
略
）
非
有
守
司
真
神
霊
．
．

也
）」
と
あ
る
。

○
蓍
之
徳
云
々

筮
竹
の
動
き
は
円
転
し
て
神
妙
な
変
化
に
よ
っ
て
未
来
を

予
測
し
、
易
の
卦
の
働
き
は
方
形
に
固
定
し
て
過
去
か
ら
の
智
慧
を
包
蔵
す

る
の
意
。『
周
易
』
繋
辞
上
伝
「
蓍
之
徳
円
而
神
、
卦
之
徳
方
以
智
」
と
見

四
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え
る
。
語
釈
は
正
義
に
よ
る
。
○
君
子
将
行
云
々

君
子
は
行
動
を
起
こ
す

時
、
易
占
に
問
う
て
筮
竹
に
答
え
よ
と
命
じ
、
そ
の
筮
竹
は
響
き
の
声
に
応

じ
る
如
く
滞
る
こ
と
な
く
命
に
応
え
る
、
の
意
。『
周
易
』
繋
辞
上
伝
に

「
君
子
将
に
為
す
こ
と
有
ら
ん
と
す
る
や
、
将
に
行
う
こ
と
有
ら
ん
と
す
る

や
、
焉こ

れ

に
問
い
て
以
て
言
い
、
其
の
命
を
受
く
る
や
嚮
き
の
如
し
（
君
子
将

有
為
也
、
将
有
行
也
、
問
焉
而
以
言
、
其
受
命
也
如
嚮
）」
と
見
え
る
。「
受

命
也
如
嚮
」
を
卜
列
篇
に
は
「
受
命
而
嚮
」
に
作
る
が
、「
如
」
と
「
而
」

と
は
通
じ
る
（
汪
継
培
）。
○
禹
之
得
皐
陶
云
々

禹
は
、
治
水
の
功
績
を

認
め
ら
れ
、舜
の
禅
譲
を
受
け
て
夏
王
朝
を
建
て
た
と
い
う
伝
説
上
の
聖
王
。

皐
陶
は
舜
に
仕
え
て
法
律
・
刑
罰
を
司
っ
た
と
い
う
伝
説
上
の
政
治
家
。
文

王
（
姫
昌
）
は
周
王
朝
の
基
礎
を
築
い
た
政
治
家
で
、
殷
王
朝
末
期
に
諸
侯

の
信
望
を
得
、
天
子
と
な
る
天
命
を
受
け
た
が
、
殷
打
倒
の
志
半
ば
に
没
し
、

子
の
武
王
（
姫
発
）
が
遺
志
を
継
い
で
殷
を
滅
ぼ
し
周
王
朝
を
建
て
た
。
呂

尚
は
周
王
朝
設
立
の
功
臣
で
、
後
に
斉
国
に
封
じ
ら
れ
た
。
禹
が
皐
陶
を
、

文
王
が
呂
尚
を
そ
れ
ぞ
れ
占
い
で
見
出
し
た
こ
と
は
、『
六

』
文
師
篇
に

次
の
よ
う
に
見
え
る
。「
文
王
将
に
田
（
狩
猟
）
せ
ん
と
す
。
史
編
（
周
の

大
史
、
編
は
名
）
卜
を
布し

き
て
曰
わ
く
『
渭
陽
に
田
せ
ば
、
将
に
大
い
に
得

る
こ
と
あ
ら
ん
と
す
（
中
略
）
兆
（
占
い
の
結
果
）
に
公
侯
を
得
た
り
。
天

汝
に
師
を
遺お

く

り
、
之
を
以
て
昌
（
文
王
の
名
）
を
佐た
す

け
施ひ

い
て
三
王
（
文
王

か
ら
成
王
ま
で
三
代
の
王
）
に
及
ば
ん
』
と
。
文
王
曰
わ
く
『
兆
是
を
致

せ
る
か
』
と
。
史
編
曰
わ
く
『
編
の
太
祖
の
史
疇
（
史
編
の
祖
先
）
禹
の
為

に
占
い
て
皐
陶
を
得
た
り
。
兆
此
に
比
す
』
と
。」
○
兆

亀
甲
を
焼
い
た

時
に
で
き
る
割
れ
目
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
卜
占
の
判
断
を
す
る
。『
説
文
解

字
』
三
篇
下
「
兆
、
亀
を
灼
い
て

さ

く
る
な
り
（
兆
、
灼
亀

也
）。」
○
象

す
が
た
、
か
た
ち
、
あ
る
意
味
を
包
含
し
指
示
す
る
か
た
ち
（
象
徴
）。『
易
』

繋
辞
上
伝
「
聖
人
卦
を
設
け
て
象
を
観
、
辞
を
繋
け
て
吉
凶
を
明
ら
か
に

す
。
是
の
故
に
吉
凶
と
は
失
得
の
象
な
り
（
聖
人
設
卦
観
象
、
繋
辞
焉
而
明

吉
凶
。
是
故
吉
凶
者
、
失
得
之
象
也
）。」
王
弼
『
周
易
略
例
』「
夫
れ
象
な

る
者
は
、
意
を
出
だ
す
者
な
り
。（
中
略
）
意
を
尽
す
は
象
に
若し

く
は
莫
し
。

（
中
略
）
象
は
意
に
生
ず
、
故
に
象
を
尋
ね
て
以
て
意
を
観
る
べ
し
（
夫
象

者
、
出
意
者
也
。（
中
略
）
尽
意
莫
若
象
。（
中
略
）
象
生
於
意
、
故
可
尋
象

以
観
意
）。」

【
現
代
語
訳
】
卜
筮
の
有
効
性
―
孔
子
の
言
、
禹
・
文
王
の
実
例
を
根
拠
に

天
地
が
開
け
る
と
神
と
民
と
が
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
民
と
神
と
は
仕
事
は
異

な
る
け
れ
ど
も
精
微
霊
妙
の
気
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
行
動
に
は
禍

や
辱
め
を
招
く
こ
と
も
有
り
、
天
命
に
は
遭
命
や
随
命
と
い
っ
た
悪
い
結
果

を
も
た
ら
す
も
の
も
有
り
、
吉
凶
の
予
測
や
天
命
は
推
測
し
難
い
。
聖
人
は

明
察
だ
が
独
断
は
し
な
い
。
だ
か
ら
卜
筮
を
立
て
て
神
霊
に
問
い
た
だ
す
の

で
あ
る
。
孔
子
は
言
う
、「
筮
竹
の
動
き
は
円
転
し
て
神
妙
な
変
化
に
よ
っ

て
未
来
を
予
測
し
、
卦
の
働
き
は
方
形
に
固
定
し
て
過
去
か
ら
の
智
慧
を
包

蔵
す
る
」
と
。
ま
た
言
う
、「
君
子
は
行
動
を
起
こ
す
時
、
易
占
に
問
う
て

筮
竹
に
答
え
よ
と
命
じ
、
筮
竹
は
響
き
が
声
に
応
じ
る
如
く
滞
り
な
く
命
に

応
え
る
」
と
。
だ
か
ら
、
禹
が
皐
陶
を
得
、
文
王
が
呂
尚
を
得
た
の
は
、
す

べ
て
亀
甲
の
割
れ
目
が
そ
れ
を
象
徴
す
る
形
を
示
し
、
占
い
師
が
意
味
を
伝

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
吉
事
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

二

夫
君
子
聞
善
則
勧
楽
而
進
〔
徳
〕
＊

、
聞
悪
則
（
循
）〔
修
〕
＊

省
而
改
尤
、
故

安
静
而
多
福
。
小
人
聞
善
〔
□
□
□
□
□
□
〕
＊

、
聞
悪
即
懾
懼
而
妄
為
。
故

狂
躁
而
多
禍
。
是
故
凡
卜
筮
者
、
蓋
所
問
吉
凶
之
情
、
言
興
衰
之
期
、
令
人
修

身
慎
行
以
迎
福
也
。

【
校
異
】
＊
「
進
」
の
下
、
一
字
脱
す
（
汪
継
培
）。「
徳
」
字
を
補
う
（
胡

四
八

矢羽野 隆　男



楚
生
・
彭
鐸
）。
＊
「
循
」
は
当
に
「
修
」
に
作
る
べ
し
（
汪
継
培
）。
＊

「
善
」
の
下
六
字
を
脱
す
（
汪
継
培
）。

【
訓
読
】
夫そ

れ
君
子
は
善
を
聞
け
ば
則
ち
勧
楽
し
て
徳
に
進
み
、
悪
を
聞
け

ば
則
ち
修
省
し
て
尤と

が

を
改
む
。
故
に
安
静
に
し
て
福
多
し
。
小
人
は
善
を
聞

け
ば
□
□
□
□
□
□
、
悪
を
聞
け
ば
即
ち
懾
懼

し
ょ
う
く

し
て
妄
り
に
為
す
。
故
に

狂
躁

き
ょ
う
そ
うし
て
禍
い
多
し
。
是
の
故
に
凡お
よ

そ
卜
筮
ぼ
く
ぜ
い

な
る
者
は
、
蓋け
だ

し
吉
凶
の
情
を

問
い
、
興
衰
の
期
を
言
い
、
人
を
し
て
身
を
修
め
行
い
を
慎
み
以
て
福
を
迎

え
し
む
る
所
な
り
。

【
語
注
】
○
勧
楽

励
み
楽
し
む
、
励
み
願
う
。
用
例
と
し
て
例
え
ば
以
下

が
あ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
九
年
に
所
引
の
「
経
始
勿
亟
、
庶
民
子
来
」

（『
詩
経
』
大
雅
、
文
王
之
什
、
霊
台
）
の
杜
預
注
「〔
文
王
が
霊
台
を
造
営

し
た
時
、
催
促
も
し
な
い
の
に
民
衆
は
来
て
〕
勧
楽
し
て
之
を
為
す
（
勧
楽

為
之
）。」。
ま
た
范
曄
『
後
漢
書
』
朱
浮
伝
二
十
三
に
「〔
博
士
の
選
抜
を
洛

陽
周
辺
に
限
定
す
れ
ば
〕
四
方
の
学
、
勧
楽
す
る
所
無
し
（
四
方
之
学
、
無

所
勧
楽
）。」
○
進
徳

徳
を
増
進
さ
せ
る
。『
周
易
』
乾
卦
文
言
伝
に
「
君

子
徳
を
進
め
業
を
脩
む
（
君
子
進
徳
脩
業
）」
と
見
え
る
。
讃
学
篇
に
「
君

子
終
日
乾
乾
、
徳
を
進
め
業
を
修
む
る
は
（
後
略
）（
君
子
終
日
乾
乾
、
進

徳
修
業
者
）」「
其
道
を
底い

た

し
て
其
徳
を
邁す
す

む
（
底
其
道
而
邁
其
徳
）」
と
記

す
。

【
現
代
語
訳
】
卜
筮
の
目
的
―
修
身
慎
行
に
基
づ
く
招
福
の
手
段
と
し
て

そ
も
そ
も
君
子
は
、善
事
を
聞
く
と
自
ら
喜
び
勇
ん
で
己
れ
の
徳
を
高
め
、

悪
事
を
聞
く
と
身
を
修
め
反
省
し
て
過
ち
を
改
め
る
。
だ
か
ら
心
穏
や
か
で

幸
福
に
恵
ま
れ
る
。〔
反
対
に
〕
小
人
は
、
善
事
を
聞
く
と
□
□
□
□
□
□
、

悪
事
を
聞
く
と
恐
れ
お
の
の
い
て
出
鱈
目
を
行
う
。
だ
か
ら
心
乱
れ
て
多
く

の
禍
に
見
舞
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
、
お
よ
そ
卜
筮
と
い
う
も
の
は
、

〔
人
が
〕
吉
凶
の
有
り
様
を
問
い
、〔
卜
筮
が
〕
盛
衰
の
巡
り
合
わ
せ
を
告
げ
、

〔
占
い
の
結
果
を
に
よ
っ
て
〕
人
に
身
を
修
め
行
い
を
慎
重
に
し
て
幸
福
を

迎
え
さ
せ
る
手
段
な
の
で
あ
る
。

三

且
聖
王
之
立
卜
筮
也
、
不
違
民
以
為
吉
、
不
専
任
以
断
事
。
故
「
鴻
範
」
之
占
、

大
同
是
尚
。『
書
』
又
曰
「
仮
爾
元
亀
、
罔
敢
知
吉
。」『
詩
』
云
「
我
亀
既
厭
、

不
我
告
猶
。」
従
此
観
之
、
蓍
亀
之
情
、
儻
有
随
時
倹
易
、
不
以
誠
邪
。
将
世

無
史
蘇
之
材
、
識
神
者
少
乎
。
及
周
史
之
筮
敬
仲
、
荘
叔
之
筮
穆
子
、
可
謂
能

「
探

索
隠
、
鉤
深
致
遠
」
者
矣
。
使
献
公
早
納
史
蘇
之
言
、
穆
子
宿
備
荘
叔

之
戒
、
則
驪
姫
・
豎
牛
之
讒
、
亦
将
無
由
而
入
、
無
破
国
危
身
之
禍
也
。

【
訓
読
】
且
つ
聖
王
の
卜
筮

ぼ
く
ぜ
い

を
立
つ
る
や
、
民
に
違た
が

い
て
以
て
吉
と
為
さ
ず
、

専
ら
任
じ
て
以
て
事
を
断
ぜ
ず
。
故
に
「
鴻
範

こ
う
は
ん

」
の
占
い
は
、
大
同
を
是こ
れ

尚と
う
とぶ
。『
書
』
に
又
曰
く
、「
爾
な
ん
じ

元
亀
に
仮よ

り
、
敢
え
て
吉
を
知
る
こ
と
罔な

し
」
と
。『
詩
』
に
云い
わ

く
、「
我
が
亀き

既
に
厭い
と

い
、
我
に
猶
は
か
り
ご
とを
告
げ
ず
」
と
。

此こ
れ

よ
り
之
を
観み

れ
ば
、
蓍
亀
し

き

の
情
、
儻あ
る

い
は
時
の
倹け
ん

易い

に
随
い
て
、
誠
を
以

て
せ
ざ
る
こ
と
有
る
か
。
将は

た
世
に
史
蘇
し

そ

の
材
無
く
、
神
を
識し

る
者
少
き
か
。

周
の
史
の
敬
仲
を
筮ぜ

い

し
、
荘
叔
の
穆ぼ
く

子し

を
筮ぜ
い

せ
し
が
及ご
と

き
は
、
能よ

く
「

さ
く

を
探
り
隱い
ん

を
索も
と

め
、
深
き
を
鉤さ
ぐ

り
遠
き
を
致
す
」
者
と
謂
う
べ
し
。
献
公
を

し
て
早つ

と

に
史
蘇
の
言
を
納い

れ
、
穆
子
を
し
て
宿つ
と

に
荘
叔
の
戒
め
に
備
え
し
め

ば
、
則
ち
驪
姫

り

き

・
竪
牛
じ
ゅ
ぎ
ゅ
う
の
讒そ
り

り
も
亦
将
ま
た
ま
さ

に
由
り
て
入
る
無
く
、
国
を
破
り

身
を
危
う
く
す
る
の
禍
い
無
か
ら
ん
と
す
。

【
語
注
】
○
違
民

「
違
民
」
は
、
民
の
願
い
に
背
く
こ
と
。
例
え
ば
『
晏

子
春
秋
』
内
篇
問
上
に
「
下
に
謀
り
て
、
民
に
違
わ
ず
（
謀
于
下
、
不
違
民
）」

と
見
え
る
。「
民
の
欲
す
る
に
違
う
（
違
民
欲
）」（『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
十

四
九

『潜夫論』卜列篇訳注稿



二
年
伝
）、「
民
の
心
に
違
う
（
違
民
心
）」（『
漢
書
』
巻
九
十
九
中
王
莽
伝

中
）、「
民
の
望
み
に
違
う
（
違
民
望
）」（『
三
国
志
』
魏
書
卷
二
文
帝
紀
）

な
ど
と
同
様
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
○
不
専
任
以
断
事

専
ら
卜
筮
だ
け
に
任

せ
て
判
断
し
な
い
の
意
。『
論
衡
』
卜
筮
篇
に
も
「
論
者
或
い
は
謂
へ
ら
く

蓍
亀
は
以
て
事
に
参
す
べ
き
も
、
・

純も
っ
ぱら
は
用
う
べ
か
ら
ず

．
．
．
．
．
．
．
．

（
論
者
或
謂
蓍

亀
可
以
参
事
、
不
可
純
用

．
．
．
．

）。」
と
す
る
。
第
一
節
「
自
専
」
注
参
照
。
○

「
鴻
範
」
之
占
云
々
　
「
鴻
範
」
は
『
書
経
』
周
書
洪
範
篇
の
こ
と
。
今
文

は
「
洪
」
を
「
鴻
」
に
作
る
（
皮
錫
瑞
『
今
文
尚
書
考
証
』）。「
大
同
」
は
、

王
・
卿
士
・
庶
人
の
意
思
と
卜
筮
の
結
果
と
が
一
致
す
る
こ
と
。
箕
子
が
武

王
に
教
え
た
洪
範
九
類
の
第
七
に
稽
疑
（
卜
筮
に
よ
っ
て
疑
わ
し
き
事
を
考

え
る
こ
と
）
が
あ
り
、
そ
の
説
明
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
択
び
て
卜
筮
の

人
を
建
立
す
。（
中
略
）
時こ

の
人
（
卜
筮
を
知
る
人
）
を
立
て
、
卜
筮
を
作

さ
し
む
。
三
人
占
え
ば
、
則
ち
二
人
の
言
に
従
う
。
汝
則も

し
大
疑
有
れ
ば
、

謀
乃な

ん
じの
心
に
及
ぼ
し
、
謀
卿
士
に
及
ぼ
し
、
謀
庶
人
に
及
ぼ
し
、
謀
卜

筮
に
及
ぼ
せ
。
汝
則
ち
従
い
、
亀
従
い
、
筮
従
い
、
卿
士
従
い
、
庶
民
従
え

ば
、
是
を
之
れ
大
同
と
謂
う
。（
択
建
立
卜
筮
人
。（
中
略
）
立
時
人
、
作
卜

筮
、
三
人
占
、
則
従
二
人
之
言
、
汝
則
有
大
疑
、
謀
及
乃
心
、
謀
及
卿
士
、

謀
及
庶
人
、
謀
及
卜
筮
、
汝
則
従
、
亀
従
、
筮
従
、
卿
士
従
、
庶
民
従
、
是

之
謂
大
同
）。」
洪
範
篇
の
こ
の
句
は
潜
嘆
篇
に
も
、「
書
に
云
わ
く
、『
謀．

乃な
ん
じの
心
に
及
ぼ
し

．
．
．
．
．
．

、
謀．
庶
人
に
及
ぼ
す

．
．
．
．
．
．

』
と
。
孔
子
曰
く
、『
衆
之
を
好
め

ど
も
、
必
ず
察
す
。
衆
之
を
悪
め
ど
も
、
必
ず
察
す
』（『
論
語
』）
と
。
故

に
聖
人
の
〔
臣
下
の
意
見
を
〕
施
舎
（
取
捨
す
る
）
す
る
や
、
必
ず
し
も
衆

に
任
せ
ず
、
亦
必
ず
し
も
己
を
専
ら
に
せ
ず
（
後
略
）（
書
云
、
謀
及
乃
心
、

謀
及
庶
人
。
孔
子
曰
、
衆
好
之
、
必
察
焉
。
衆
悪
之
、
必
察
焉
。
故
聖
人
之

施
舎
也
、
不
必
任
衆
、
亦
不
必
専
己
）。」
と
引
か
れ
、
独
断
せ
ず
他
者
の
意

見
も
参
考
す
べ
し
と
の
主
張
の
根
拠
に
用
い
ら
れ
る
。
○
『
書
』
又
曰

人

民
の
支
持
と
天
命
と
を
失
っ
た
殷
の
紂
王
に
、賢
臣
の
祖
伊
が
告
げ
た
言
葉
。

『
尚
書
』
西
伯
戡
黎
篇
に
見
え
る
。「
仮
」
は
、
因
る
、
依
拠
す
る
。「
爾
」

は
汝
、
占
い
に
用
い
る
亀
甲
を
指
す
。
お
前
す
な
わ
ち
卜
占
の
亀
甲
に
よ
っ

て
占
い
、
そ
の
卜
占
の
結
果
、
亀
甲
が
吉
を
告
げ
る
こ
と
は
な
い
、
の
意
。

な
お
、
こ
の
言
葉
の
後
に
、「
先
王
が
子
孫
（
紂
王
）
を
助
け
な
い
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
、
王
さ
ま
の
淫
乱
残
虐
が
自
ら
天
命
を
絶
つ
の
で
す
」
と
続
く
。

今
本
『
尚
書
』
は
「
格
人
．
．

元
亀
、
罔
敢
知
吉
」
に
作
る
。
皮
錫
瑞
『
今
文
尚

書
考
証
』
は
、『
潜
夫
論
』
卜
列
篇
の
引
用
は
夏
侯
『
尚
書
』
を
用
い
、『
礼

記
』
曲
礼
篇
上
の
「
仮
爾
泰
亀
有
常
」
の
意
味
に
拠
っ
て
、
占
い
の
亀
に
命

じ
る
言
葉
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
い
ま
皮
説
に
よ
り
曲
礼
篇
に
基
づ

い
て
解
釈
す
る
。
○
『
詩
』
云

周
の
幽
王
の
悪
政
を
臣
下
が
非
難
し
て
詠

ん
だ
詩
（
詩
序
に
よ
る
。
鄭
玄
は

王
を
非
難
し
た
も
の
と
す
る
）
の
一
節
。

『
詩
経
』
小
雅
、
節
南
山
之
什
、
小
旻
に
「〔
度
々
卜
筮
し
て
冒
涜
す
る
の
で
〕

我
が
亀
既
に
厭
い
、
我
に
猶
を
告
げ
ず
（
我
亀
既
厭
、
不
我
告
猶
）。」
と
見

え
る
。「
猶
」
は
、
は
か
り
ご
と
。
毛
伝
「
道
」
そ
の
正
義
に
「
吉
凶
の
道
」、

鄭
箋
は
「
図
」
そ
の
正
義
に
「
図
謀
」
と
す
る
。
○
儻

或
い
は
の
意
（
胡

大
浚
・
彭
丙
成
）。
偶
然
の
意
と
す
る
説
（
張
覚
）
が
あ
る
が
、
儻あ

る

い
は
…

邪か

、
将は

た
…
乎か

と
い
う
構
文
と
見
て
胡
説
に
従
う
。
○
倹
易

「
倹
」
は
、

険
に
通
じ
、
険
し
く
悪
い
こ
と
（
汪
継
培
）。「
倹
易
」
は
（
君
子
に
と
っ
て

の
）
苦
難
の
時
と
泰
平
の
時
と
の
意
。『
周
易
』
繋
辞
上
伝
「
辞
に
険
易
有

り
（
辞
有
険
易
）」
と
見
え
、
韓
康
伯
注
に
「
泰
に
之
け
ば
則
ち
其
の
辞
は

易
、
否
に
之
け
ば
則
ち
其
の
辞
は
険
（
之
泰
則
其
辞
易
、
之
否
則
其
辞
険
）」

と
あ
る
。
泰
の
彖
伝
に
「
君
子
道
長
じ
、
小
人
道
消
ず
る
な
り
（
君
子
道

長
、
小
人
道
消
也
）」、
否
の
彖
伝
に
「
小
人
道
長
じ
、
君
子
道
消
ず
る
な

り
（
小
人
道
長
、
君
子
道
消
也
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
泰
は
君
子
が
栄
え
る

こ
と
、
否
は
小
人
が
栄
え
君
子
が
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
を
表
す
。
○
及

「
及
」

は
「
若
（
ご
と
し
）」
と
同
義
（
彭
鐸
）。
○
史
蘇
之
材

史
蘇
は
晋
国
の
卜

筮
を
つ
か
さ
ど
る
史
官
。
晋
の
献
公
が
娘
の
穆
姫
（
申
生
の
実
姉
）
を
秦
国

五
〇

矢羽野 隆　男



へ
嫁
が
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
筮
で
占
っ
た
結
果
を
史
蘇
に
見
せ
る
と
、「
不

吉
で
あ
る
。
晋
は
秦
に
敗
れ
る
」
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
そ
の
後
、
晋
の
相

続
争
い
の
末
、
秦
の
援
助
で
晋
の
国
君
と
な
っ
た
恵
公
は
、
異
母
姉
で
あ
る

穆
姫
（
秦
の
穆
公
夫
人
）
の
願
い
を
聞
か
ず
、
ま
た
秦
国
へ
の
恩
義
を
無
視

し
た
行
動
を
と
っ
た
た
め
、
秦
は
晋
を
攻
め
、
晋
は
敗
れ
て
恵
公
は
秦
に
捕

ら
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、
恵
公
が
「
先
君
（
献
公
）
が
史
蘇
の
占

い
に
従
っ
た
な
ら
、
事
こ
こ
に
至
ら
ず
に
す
ん
だ
の
に
」
と
嘆
く
と
、
傍
ら

の
韓
簡
（
晋
の
大
夫
）
は
次
の
よ
う
に
説
い
た
。「
先
君
の
不
徳
が
筮
占
の

結
果
と
な
っ
た
の
で
す
。
史
蘇
の
占
い
に
従
わ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

禍
を
増
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
全
て
は
先
君
の
不
徳
の
結
果
で
あ
っ

て
、
占
い
に
従
っ
た
か
否
か
で
吉
凶
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
）」
と

（『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
十
五
年
）。
○
周
史
之
筮
敬
仲

「
周
史
」
は
、
周

の
太
史
（
記
録
お
よ
び
天
文
暦
数
を
つ
か
さ
ど
る
官
）。「
敬
仲
」
は
、
姓
は

陳
、
名
は
完
、
敬
仲
は
そ
の
諡
。
陳
完
の
父
は
陳
国
の

公
。
完
が
生
ま
れ

た
時
、
陳
を
通
り
か
が
っ
た
周
の
太
史
に
完
に
つ
い
て
筮
で
占
わ
せ
る
と
、

観
か
ら
否
に
ゆ
く
と
い
う
結
果
を
得
、
周
の
太
史
は
「
国
を
保
つ
人
で
す
。

た
だ
し
、
陳
国
で
は
な
く
他
所
の
国
で
、
本
人
で
は
な
く
子
孫
が
」
と
告
げ

た
。
の
ち
宣
公
（
完
の
叔
父
）
に
よ
っ
て
、
完
と
仲
の
良
か
っ
た
太
子
御
寇

（
完
の
従
兄
弟
）
が
殺
さ
れ
る
と
、
禍
が
自
分
に
及
ぶ
の
を
恐
れ
た
完
は
斉

に
亡
命
し
、
そ
の
時
、
陳
姓
を
田
に
改
め
た
。
完
は
斉
の
桓
公
の
礼
遇
を
得
、

の
ち
田
氏
は
斉
国
内
に
お
い
て
勢
力
を
も
ち
、
終
に
前
三
八
六
年
に
は
田
和

が
康
公
を
追
放
し
て
自
ら
即
位
し
、
諸
侯
と
な
っ
た
。
○
荘
叔
之
筮
穆
子

「
荘
叔
」
は
魯
国
の
大
夫
、
姓
は
叔
孫
、
名
は
得
臣
、
諡
は
荘
。「
穆
子
」
は
、

叔
孫
得
臣
の
子
、
名
は
豹
、
諡
は
穆ぼ

く

子し

。
穆
子
は
魯
国
の
乱
れ
を
斉
国
に
避

け
た
。
斉
に
行
く
途
中
、
庚
宗
（
地
名
）
の
一
婦
人
と
の
間
に
子
（
名
は
牛
）

を
設
け
、
さ
ら
に
斉
に
お
い
て
正
卿
の
国
氏
を
娶
っ
て
二
人
の
子
（
孟
丙
・

仲
壬
）
を
設
け
た
。
後
に
、
穆
子
は
叔
孫
氏
の
家
系
を
継
ぐ
た
め
に
魯
国
に

戻
る
と
、
庚
宗
の
婦
人
は
息
子
の
牛
を
連
れ
て
目
通
り
し
た
。
牛
の
容
貌
は
、

穆
子
が
夢
で
見
た
、
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
男
と
よ
く
似
て
い
た
の
で
竪じ

ゅ

（
小
姓
）
に
取
り
立
て
た
。
後
に
穆
子
が
病
む
と
、
豎
牛
は
叔
孫
氏
を
我
が

物
に
せ
ん
と
図
り
、
言
葉
巧
み
に
孟
丙
・
仲
壬
を
退
け
、
穆
子
を
餓
死
さ
せ

た
（
以
上
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
五
年
）。
と
こ
ろ
で
、
穆
子
が
生
ま
れ
た

時
の
こ
と
、
父
の
得
臣
が
穆
子
を
易
で
占
っ
た
。
そ
れ
を
占
師
の
楚
丘
に
見

せ
る
と
、
楚
丘
は
「
こ
の
方
は
魯
国
を
出
奔
さ
れ
、
後
に
あ
な
た
を
祀
る
た

め
に
帰
国
さ
れ
る
。
讒
言
を
弄
す
る
、
牛
と
い
う
名
の
人
を
連
れ
て
来
る
。

最
後
は
餓
死
す
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
（『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
五
年
）。

本
文
で
は
荘
叔
自
身
が
判
断
を
下
し
た
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
が
、

『
左
伝
』
で
は
楚
丘
の
判
断
で
あ
る
。
○
探

索
隠
、
鉤
深
致
遠

「
探
」

は
探
り
求
め
る
、「

」
は
奥
深
く
見
難
い
、「
索
」
は
求
め
る
、「
隠
」
は

隠
れ
た
と
こ
ろ
、「
鉤
深
」
は
奥
深
い
と
こ
ろ
の
物
を
引
き
出
す
、「
致
遠
」

は
遠
い
と
こ
ろ
の
物
を
招
き
寄
せ
る
の
意
（『
周
易
正
義
』）。『
易
』

辞
上

伝
「

さ
く

を
探
り
隠
を
索も
と

め
、
深
き
を
鉤さ
ぐ

り
遠
き
を
致
し
、
以
て
天
下
の
吉
凶

を
定
め
、
天
下
の

び

び

（
勉
め
る
こ
と
）
を
成
す
者
は
、
蓍
亀
し

き

よ
り
大
な
る

は
莫
し
（
探

索
隠
、
鉤
深
致
遠
、
以
定
天
下
之
吉
凶
、
成
天
下
之

者
、

莫
大
乎
蓍
亀
。）
に
基
づ
く
。
○
宿

夙つ
と

に
、
あ
ら
か
じ
め
の
意
（
胡
楚
生
）。

「
宿
」
は
古
文
の
「
夙
」。『
説
文
解
字
』
七
篇
下
に
「
宿
（
中
略
）

、
古

文
夙
」
と
あ
り
、
七
篇
上
に
「
夙
（
中
略
）

、
古
文
」
と
あ
る
。
○
驪

姫
・
豎
牛
之
讒
　
「
驪
姫
」
は
、
驪り

国
の
君
主
の
娘
。「
豎
牛
」
は
、
魯
の

大
夫
で
あ
っ
た
叔
孫
穆ぼ

く

子し

の
子
で
、
そ
の
小
臣
（
小
姓
）
で
あ
っ
た
牛
（
人

名
）。
先
ず
、
驪
姫
の
讒
言
に
つ
い
て
。
晋
の
献
公
が
驪
国
を
討
つ
に
先
だ

っ
て
卜
占
し
た
。
史
蘇
は
そ
れ
を
占
い
、「
勝
つ
が
不
吉
だ
。
讒
言
が
晋
に

禍
す
る
」
と
判
断
し
た
が
、
献
公
は
聞
か
ず
に
驪
国
を
討
ち
、
国
君
の
娘
の

を
驪
姫

り

き

を
得
て
夫
人
に
立
て
て
寵
愛
し
た
。
驪
姫
は
奚
生
け
い
せ
い

を
生
み
、
奚
生
を

太
子
に
立
て
る
べ
く
、
策
謀
を
も
っ
て
太
子
申
生
を
自
殺
せ
し
め
、
讒
言
に

五
一
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よ
っ
て
重
耳
・
夷
吾
の
二
公
子
を
国
外
へ
排
除
し
た
。後
に
献
公
が
死
ぬ
と
、

奚
生
は
臣
下
に
殺
さ
れ
、
晋
国
は
混
乱
し
た
（
以
上
『
国
語
』
晋
語
一
）。

晋
の
献
公
が
驪
国
を
討
つ
際
に
卜
占
し
た
こ
と
は
『
史
記
』
晋
世
家
に
見
え
、

驪
姫
を
夫
人
に
立
て
る
に
際
し
て
卜
と
筮
と
で
占
っ
た
こ
と
は
『
春
秋
左
氏

伝
』
僖
公
四
年
に
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
〈
史
蘇
が
占
っ
た
〉
と
は
記
さ
な

い
。
卜
列
篇
の
〈
献
公
が
史
蘇
の
言

．
．
．
．

に
従
っ
て
い
れ
ば
、
驪
姫
の
讒
言
の
入

り
込
む
余
地
が
な
か
っ
た
〉
と
の
記
述
は
、『
国
語
』
晋
語
に
拠
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
豎
牛
の
讒
言
に
つ
い
て
は
、
本
節
「
荘
叔
之
筮
穆
子
」
注
参
照
。

【
現
代
語
訳
】
卜
筮
に
お
け
る
独
断
の
戒
め

か
つ
、
聖
王
が
卜
筮
を
立
て
る
場
合
、
民
衆
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
を
良

き
事
と
は
せ
ず
、
独
断
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
〔『
書
経
』
の
〕

洪
範
篇
の
占
い
に
関
す
る
記
述
は
、
大
同
（
王
・
卿
士
・
庶
人
の
意
思
と
卜

筮
の
結
果
と
が
一
致
す
る
こ
と
）
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
書
経
』

は
ま
た
言
う
、「
お
前
す
な
わ
ち
卜
占
の
亀
甲
に
よ
っ
て
占
い
、
そ
の
卜
占

の
結
果
、〔
暴
君
の
紂
王
に
〕
亀
甲
が
吉
を
告
げ
る
こ
と
は
な
い
」
と
。『
詩

経
』
に
言
う
、「
卜
占
の
亀
甲
は
〔
暗
君
の
幽
王
を
〕
既
に
厭
っ
て
、
私
に

進
む
べ
き
道
を
告
げ
る
こ
と
は
な
い
」
と
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
筮
竹

や
亀
甲
の
実
情
は
、
あ
る
い
は
時
勢
の
良
し
悪
し
に
従
う
ば
か
り
で
、
親
身

に
告
げ
て
は
く
れ
な
い
な
い
の
か
。
そ
れ
と
も
そ
の
時
に
史
蘇
の
よ
う
な
優

れ
た
才
能
を
も
つ
占
い
師
が
お
ら
ず
、〔
た
と
え
卜
占
が
親
身
に
告
げ
て
く

れ
て
は
い
て
も
〕
奥
深
い
神
妙
な
こ
と
を
知
る
者
が
少
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
周
の
太
史
が
敬
仲
を
易
で
占
い
、
荘
叔
が
〔
そ
の
子
の
〕
穆
子
を
易
で

占
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
、〔『
易
』
に
言
う
〕「
隠
微
を
探
求
し
、
深
遠
を
引

き
寄
せ
る
」
こ
と
の
で
き
る
者
と
言
え
る
。
も
し
晋
の
献
公
が
〔「
驪
国
を

討
て
ば
讒
言
が
晋
に
禍
す
る
」
と
判
断
し
た
〕
史
蘇
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
、

穆
子
が
〔「
こ
の
子
（
穆
子
）
は
讒
言
を
弄
す
る
牛
と
い
う
者
に
よ
っ
て
餓

死
さ
せ
ら
れ
る
」
と
判
断
し
た
父
〕
荘
叔
の
戒
め
に
前
々
か
ら
備
え
て
お
れ

ば
、
驪
姫
や
豎
牛
の
讒
言
も
入
り
込
む
余
地
は
な
く
、
国
を
乱
し
身
を
危
う

く
す
る
禍
い
も
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

四

聖
人
甚
重
卜
筮
、
然
不
疑
之
事
、
亦
不
問
也
。
甚
敬
祭
祀
、
非
礼
之
祈
、
亦
不

為
也
。
故
曰
、「
聖
人
不
煩
卜
筮
」「
敬
鬼
神
而
遠
之
。」
夫
鬼
神
与
人
殊
気
異

務
、
非
有
事
故
、
何
奈
於
我
。
故
孔
子
善
楚
昭
之
不
祀
河
、
而
悪
季
氏
之
旅
泰

山
。
今
俗
人
筴
於
卜
筮
、
而
祭
非
其
鬼
、
豈
不
惑
哉
。

【
訓
読
】
聖
人
甚
だ
卜
筮

ぼ
く
ぜ
い

を
重
ん
ず
れ
ど
も
、
然
れ
ど
も
不
疑
の
事
は
、
亦ま
た

問
わ
ざ
る
な
り
。
甚
だ
祭
祀
を
敬
す
れ
ど
も
、
非
礼
の
祈
り
は
、
亦ま
た

為な

さ
ざ

る
な
り
。
故
に
曰
く
、「
聖
人
は
卜
筮
を
煩
わ
さ
ず
」「
鬼
神
を
敬
し
て
之
を

遠
ざ
く
」
と
。
夫そ

れ
鬼
神
と
人
と
は
気
を
殊こ
と

に
し
務
め
を
異
に
し
、
事
故
有

る
に
非
ざ
れ
ば
、
我
に
何
奈

い
か
ん

。
故
に
孔
子
楚
昭
そ
し
ょ
う

の
河か

を
祀ま
つ

ら
ざ
る
を
善よ

み

し
、
季
氏
の
泰
山
に
旅り

ょ

す
る
を
悪に
く

む
。
今い
ま

俗
人
卜
筮
ぼ
く
ぜ
い

に
筴は
か

り
て
、
其
の
鬼

に
非
ざ
る
を
祭
る
、
豈あ

に

惑
い
な
ら
ず
や
。

【
語
注
】
○
不
疑
之
事
云
々

疑
い
の
余
地
の
な
い
こ
と
は
卜
筮
に
問
わ
な

い
の
意
。『
春
秋
左
氏
伝
』
桓
公
十
一
年
伝
に
「
卜
は
以
て
疑
わ
し
き
を
決

す
。
疑
わ
し
か
ら
ざ
れ
ば
何
ぞ
卜
せ
ん
（
卜
以
決
疑
、
不
疑
何
卜
）」
と
見

え
る
。

国
が
楚
を
攻
め
よ
う
と
す
る
の
を
楚
の
屈
瑕
は
憂
慮
し
た
。
闘
廉

は
楚
が

国
を
破
る
こ
と
間
違
い
な
し
と
説
く
が
、
屈
瑕
は
卜
占
を
し
よ
う

と
い
う
。
そ
こ
で
闘
廉
は
屈
瑕
に
こ
の
言
葉
を
告
げ
た
。
○
非
礼
之
祈
亦
不

為
也

礼
に
は
ず
れ
た
祈
り
は
行
わ
な
い
の
意
。
類
似
表
現
に
『
孟
子
』
離

婁
篇
下
「
非
礼
の
礼
、
非
義
の
義
は
、
大
人
は
為
さ
ず
。（
非
礼
之
礼
、
非

義
之
義
、
大
人
弗
為
）」
が
あ
る
。
礼
を
外
れ
た
祭
祀
に
つ
い
て
、『
礼
記
』

五
二
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曲
礼
篇
下
に
「
其
の
祭
る
べ
き
所
に
非
ず
し
て
之
を
祭
る
を
、
名
づ
け
て
淫

祀
と
曰
う
。
淫
祀
は
福
無
し
（
非
其
所
祭
而
祭
之
、
名
曰
淫
祀
。
淫
祀
無
福
）」

と
あ
る
。
○
聖
人
不
煩
卜
筮

聖
人
は
、〔
疑
わ
し
く
な
い
こ
と
を
占
っ
て
〕

卜
筮
に
余
計
な
煩
累
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
の
意
。『
春
秋
左
氏

伝
』
哀
公
十
八
年
伝
の
君
子
の
言
葉
に
「
志
に
曰
わ
く
、
聖
人
は
卜
筮
を
煩

わ
さ
ず
（
志
曰
、
聖
人
不
煩
卜
筮
）」
と
見
え
る
。
○
敬
鬼
神
而
遠
之

「
遠
」
は
、
鬼
神
に
狎
れ
て
冒

す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
こ
と
。『
論
語
』

雍
也
篇
に
「
樊
遅
知
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、
民
の
義
に
務
め
、
鬼
神
を
敬

し
て
之
を
遠
ざ
く
、
知
と
謂
う
べ
し
（
樊
遅
問
知
。
子
曰
、
務
民
之
義
、
敬

鬼
神
而
遠
之
、
可
謂
知
矣
）」
と
見
え
る
。
集
解
所
引
の
包
咸
注
は
「
鬼
神

を
敬
し
て
黷
さ
ず
（
敬
鬼
神
而
不
黷
）」、

疏
は
「
鬼
神
を
恭
敬
し
て
之

を
疎
遠
し
、
褻
黷
せ
ず
（
恭
敬
鬼
神
而
疎
遠
之
、
不
褻
黷
）」
と
言
う
。
解

釈
は
こ
れ
に
よ
っ
た
。
○
非
有
事
故

意
味
未
詳
。
こ
の
一
句
は
「
没
有
大

的
事
故
」（
胡
大
浚
）、「
没
有
特
別
的
事
故
」（
彭
丙
成
）、「
如
果
没
有
意
外

的
不
幸
」（
張
覚
）
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
。
夢
列
篇
に
「
君
子
の
異
夢
（
特

殊
な
夢
）、
妄
に
非
ざ
る
の
み
、
必
ず
事
故
有
り
（
君
子
之
異
夢
、
非
妄
而

已
也
、
必
有
事
故
焉
）」
と
あ
り
、
張
覚
は
古
代
「
事
故
」
は
広
く
事
情
を

指
す
言
葉
で
、
意
外
な
事
故
の
み
を
指
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
。
今
仮
に

「
因
縁
」
と
訳
す
。
○
孔
子
善
楚
昭
云
々

楚
の
昭
王
は
病
気
に
な
り
、
卜

占
す
る
と
「
河
（
黄
河
）
が
祟
り
を
為
し
て
い
る
」
と
出
た
。
大
夫
が
祭
る

よ
う
に
と
請
う
と
、
昭
王
は
「
夏
殷
周
三
代
は
国
内
の
山
川
を
祭
る
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
江
水
・
漢
水
・
雎
水
・

水
が
楚
の
祭
る
対
象
で
、
禍
福
を
下

せ
る
の
は
こ
の
神
々
だ
け
だ
、
黄
河
の
神
に
罰
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
」
と

し
て
、
黄
河
を
祭
ら
な
か
っ
た
。
孔
子
は
そ
れ
を
「
楚
の
昭
王
は
大
道
を
知

れ
り
。
其
の
国
を
失
わ
ざ
る
や
宜
な
る
か
な
（
楚
昭
王
知
大
道
矣
。
其
不
失

国
也
宜
哉
）」
と
称
え
た
。
○
悪
季
氏
之
旅
泰
山

「
旅
」
は
祭
り
の
名
。

諸
侯
は
領
内
の
山
川
を
祭
る
の
が
礼
で
あ
っ
た
が
、
季
氏
は
陪
臣
で
あ
り
な

が
ら
僭
越
に
も
泰
山
を
祭
っ
た
。
孔
子
が
季
氏
の
こ
の
非
礼
を
批
判
し
た
こ

と
は
、『
論
語
』
八

篇
に
「
季
氏
泰
山
に
旅り

ょ

す
。
子
冉
有
に
謂
て
曰
わ
く
、

女な
ん
じ

救
う
こ
と
能
わ
ざ
る
か
（
後
略
）（
季
氏
旅
於
泰
山
。
子
謂
冉
有
曰
、
女

弗
能
救
与
（
後
略
））」
と
見
え
る
。
○
俗
人
筴
於
卜
筮

「
筴
」
は
策
と
同

じ
く
謀
る
の
意
（
張
覚
）。『
逸
周
書
』
武
紀
解
「〔
敵
国
に
対
し
て
〕
策
し

て
服
せ
し
む
べ
か
ら
ず
（
不
可
策
而
服
也
）」
に
つ
い
て
、
陳
逢
衡
『
逸
周

書
補
注
』
は
「
策
は
謀
な
り
」
と
す
る
。
一
説
は
「
狎
（
狎
れ
侮
る
）」
か

と
疑
う
（
彭
鐸
）。
○
祭
非
其
鬼

「
其
鬼
」
と
は
自
分
の
祖
先
の
霊
魂
。

『
論
語
』
為
政
篇
に
「
子
曰
わ
く
、
其
の
鬼
に
非
ず
し
て
之
を
祭
る
は
、
諂

へ
つ
ら

い
な
り
（
子
曰
、
非
其
鬼
而
祭
之
、
諂
也
）」
と
見
え
る
。

【
現
代
語
訳
】
卜
筮
・
祭
祀
に
お
け
る
「
敬
し
て
遠
ざ
く
る
」
態
度
の
主
張

聖
人
は
卜
筮
を
非
常
に
重
ん
じ
る
が
、
し
か
し
疑
い
の
余
地
の
無
い
こ
と

は
問
わ
な
い
。〔
ま
た
、
聖
人
は
〕
祭
祀
を
非
常
に
重
ん
じ
る
が
、
礼
に
外

れ
た
祈
祷
は
行
わ
な
い
。
だ
か
ら
〔『
春
秋
左
氏
伝
』
に
〕「〔
疑
わ
し
く
な

い
こ
と
を
占
っ
て
〕
卜
筮
に
余
計
な
面
倒
を
か
け
た
り
し
な
い
」、〔『
論
語
』

に
〕「
鬼
神
に
狎
れ
て
冒

す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
」
と
言
う
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
鬼
神
と
人
と
は
気
を
異
に
し
働
き
を
異
に
す
る
も
の
で
、
別

に
因
縁
の
有
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
自
分
に
何
の
関
わ
り
が
あ
ろ
う

か
。
だ
か
ら
孔
子
は
、
楚
の
昭
王
が
〔
黄
河
の
神
の
祟
り
が
あ
る
と
い
う
意

見
を
一
蹴
し
て
〕
黄
河
の
神
を
祭
ら
な
か
っ
た
の
を
褒
め
、
季
氏
が
〔
祭
る

筋
合
い
の
無
い
〕
泰
山
に
旅
の
祭
り
を
捧
げ
た
の
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

今
、
俗
人
が
〔
み
だ
り
に
〕
卜
筮
に
問
い
、
自
分
の
祖
先
で
は
な
い
霊
魂
を

祭
っ
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
い
う
惑
い
で
あ
ろ
う
。

五
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五

亦
有
妄
（
傳
）〔
傅
〕
＊

姓
於
五
音
、
設
五
宅
之
符
第
、
其
為
誣
也
甚
矣
。
古
有

陰
陽
、
然
後
有
五
行
。
五
帝
（
右
）〔
各
〕
＊

拠
行
気
、
以
生
人
民
、
載
世
遠
、

乃
有
姓
名
（
敬
民
）〔
號
氏
〕
＊

。
名
字
者
、
蓋
所
以
別
衆
猥
而
顕
此
人
爾
、
非

以
紀
五
音
而
定
剛
柔
也
。
今
俗
人
不
能
推
紀
本
祖
、
而
反
欲
以
声
音
言
語
定
五

行
、
誤
莫
甚
焉
。

【
校
異
】
＊
「
傳
」
は
当
に
「
傅
」
に
作
る
べ
し
（
王
宗
炎
）。
＊
「
右
」

は
疑
う
ら
く
は
当
に
「
各
」
に
作
る
べ
し
（
王
宗
炎
）。
＊
「
敬
民
」
は
蓋

し
「
號
氏
」
の
誤
り
な
り
（
汪
継
培
）。

【
訓
読
】
亦ま

た

妄
り
に
姓
を
五
音
に
傅ふ

し
、
五
宅
の
符
第
を
設
く
る
有
り
、
其

の
誣

い
つ
わ
りを
為な

す
や
甚
だ
し
。
古
い
に
し
え

陰
陽
有
り
、
然
る
後
に
五
行
有
り
。
五
帝

各
お
の
お
の

行
気
に
拠
り
、
以
て
人
民
を
生
み
、
世
を
載か
さ

ぬ
る
こ
と
遠
く
し
て
、

乃す
な
わち
姓
名
號
氏
有
り
＊

。
名
字
と
は
、
蓋け
だ

し
衆
猥
を
別
か
ち
て
此
の
人
を
顕

ら
か
に
す
る
所
以

ゆ
え
ん

な
る
の
み
、
以
て
五
音
を
紀し
る

し
て
剛
柔
を
定
む
る
に
非
ざ

る
な
り
。
今い

ま

俗
人
本
祖
を
推
紀
す
る
能あ
た

わ
ず
し
て
、
反か
え
って
声
音
言
語
を
以

て
五
行
を
定
め
ん
と
欲
す
る
は
、
誤
り
焉こ

れ

よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
。

【
語
注
】
○
傅
姓
於
五
音
、
設
五
宅
之
符
第

「
傅
」
は
付
会
す
る
、
こ
じ

つ
け
る
の
意
。「
五
音
」
は
宮
（
ド
）
・
商
（
レ
）
・
角
（
ミ
）
・
徴

（
ソ
）
・
羽
（
ラ
）
の
五
音
階
で
、「
五
声
」
と
同
じ
。「
五
宅
」
は
五
音
が

配
当
さ
れ
た
住
宅
。「
符
第
」
の
「
符
」
は
、
第
七
節
に
見
え
る
「
直
符
」

と
同
じ
く
、
太
歳
（
歳
星
〈
木
星
〉
と
正
対
す
る
位
置
に
仮
想
し
た
星
）
が

あ
る
の
と
同
じ
方
角
に
移
動
（
転
居
）
あ
る
い
は
行
為
（
普
請
・
婚
姻
）
を

お
こ
す
こ
と
（
張
覚
）。
太
歳
の
禁
忌
に
つ
い
て
は
『
論
衡
』

時
篇
・
難

歳
篇
に
詳
し
い
。「
第
」
は
、
六
十
甲
子
の
順
序
に
よ
っ
て
五
音
を
区
別
し
、

五
音
を
住
宅
に
配
当
す
る
こ
と
（
彭
丙
成
）。『
論
衡
』
詰
術
篇
の
「
六
甲
の

名
数
を
以
て
之
を
第
し
、
第
定
ま
り
名
立
ち
、
宮
商
殊
別
す
。
宅
に
五
音

有
り
…
（
以
六
甲
之
名
、
数
而
第
之
、
第
定
名
立
、
宮
商
殊
別
。
宅
有
五
音

…
）」
と
同
様
の
こ
と
を
言
う
も
の
と
思
わ
れ
る
（
黄
暉
『
論
衡
』
詰
術
篇

注
）。
当
時
の
図
宅
術
す
な
わ
ち
住
宅
の
五
音
と
住
人
の
五
音
と
の
適
不
適

で
吉
凶
が
決
ま
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
『
論
衡
』
詰
術
篇
に
次
の
よ
う
見

え
る
。「
図
宅
術
に
曰
わ
く
、（
中
略
）
宅
に
五
音
有
り
、
姓
に
五
声
有
り
、

宅
其
の
姓
に
宜
し
か
ら
ず
、
姓
と
宅
と
相
い
賊
え
ば
、
則
ち
疾
病
死
亡
し
、

罪
を
犯
し
禍
に
遇
う
と
（
図
宅
術
曰
、（
中
略
）
宅
有
五
音
、
姓
有
五
声
、

宅
不
宜
其
姓
、
姓
与
宅
相
賊
、
則
疾
病
死
亡
、
犯
罪
遇
禍
）。」
○
五
帝
各
拠

行
気
云
々

「
五
帝
」
は
伝
説
上
の
五
人
の
帝
王
。「
行
気
」
は
五
行
の
気
。

こ
の
「
五
帝
」
を
緯
書
説
に
い
う
天
上
に
お
け
る
五
つ
の
方
角
の
神
（
東
方

蒼
帝
霊
威
仰
・
南
方
赤
帝
赤

怒
・
中
央
黄
帝
含
枢
紐
・
西
方
白
帝
白
招

拒
・
北
方
黒
帝
汁
光
紀
）
と
見
る
説
も
あ
る
が
（
張
覚
）、『
潜
夫
論
』
中
に

五
帝
を
天
上
の
神
と
す
る
例
は
無
く
、善
政
を
行
っ
た
地
上
の
帝
王
を
言
う
。

例
え
ば
衰
世
篇
に
「
慢
制
無
く
天
下
を
成
す
者
は
三
皇
な
り
。
則
象
を
画
し

て
四
表
を
化
す
る
者
は
五
帝
な
り
。
法
禁
を
明
ら
か
に
し
て
海
内
を
和
す
る

者
は
三
王
な
り
（
無
慢
制
而
成
天
下
者
三
皇
也
。
画
則
象
而
化
四
表
者
五
帝

也
。
明
法
禁
而
和
海
内
者
三
王
也
）。」
と
見
え
る
。
五
徳
志
篇
に
は
五
行
相

生
の
次
序
に
よ
る
古
代
の
聖
王
の
系
譜
が
見
え
る
（
こ
の
次
序
自
体
は
『
漢

書
』
律
暦
志
所
引
「
世
系
」
と
同
じ
で
あ
る
）。
王
符
は
五
帝
の
内
訳
を
明

言
し
な
い
が
、
五
徳
志
篇
の
系
譜
を
三
皇
・
五
帝
・
三
王
（
三
代
）
に
割
り

振
れ
ば
、「
伏
羲
（
太

）
・
炎
帝
（
神
農
）
・
黄
帝
（
軒
轅
）（
以
上
三

皇
）
／
白
帝
摯
青
陽
（
小

）
・

・
帝

・
尭
・
舜
（
以
上
五
帝
）
／

禹
（
夏
）
・
湯
（
殷
）
・
文
王
（
周
）（
以
上
三
王
・
三
代
）
／
劉
季
（
漢
）」

と
な
る
。
ち
な
み
に
、
五
帝
の
内
訳
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、『
世
本
』
・

『
大
戴
礼
』
五
帝
徳
篇
・
『
史
記
』
五
帝
本
紀
は
「
黄
帝
・

・
帝

・

五
四

矢羽野 隆　男



五
五

『潜夫論』卜列篇訳注稿

尭
・
舜
」
を
五
帝
と
し
、『
潜
夫
論
』
と
異
な
る
。
皇
甫
謐
（
二
一
五
〜
二

八
二
）
の
『
帝
王
世
紀
』
は
、
天
地
開
闢
以
来
の
通
史
を
五
行
相
生
説
と
感

生
帝
説（
神
秘
的
な
体
験
で
懐
妊
し
た
女
性
が
後
の
帝
王
を
生
む
と
す
る
説
）

と
に
よ
っ
て
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
（
こ
の
点
も
『
潜
夫
論
』
五
徳
志

篇
の
体
系
と
同
じ
で
あ
る
）、
こ
れ
に
は
三
皇
を
「
伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
」、

五
帝
を
「
少

・

・
帝

・
尭
・
舜
」
と
し
て
お
り
、
前
掲
『
潜
夫
論
』

五
徳
志
篇
の
説
を
よ
り
明
確
に
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。「
以
生
人
民
」
と

は
、
五
帝
が
五
行
の
気
を
受
け
て
生
ま
れ
、
後
世
の
人
民
の
始
祖
と
な
っ
た

こ
と
を
い
う
。
○
載
世

「
載
」
は
重
ね
る
の
意
。『
後
漢
書
』
列
伝
二
十

五
の
賛
に
「
承
家
載
世
」
と
見
え
、
そ
の
注
に
「
載
、
重
也
」
と
す
る
。
○

乃
有
姓
名
号
氏

「
姓
」
は
同
じ
始
祖
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
子
孫
を
称
す
る

も
の
。「
氏
」
は
繁
殖
し
た
同
姓
の
子
孫
を
区
別
す
る
た
め
に
封
地
・
爵

位
・
官
職
・
生
業
な
ど
に
よ
っ
て
称
す
る
も
の
。
五
行
相
生
説
お
よ
び
感
生

帝
説
に
基
づ
い
て
体
系
化
さ
れ
た
伏
羲
以
下
の
聖
王
の
系
譜
、
文
献
に
見
え

る
姓
か
ら
氏
へ
の
分
化
の
記
録
は
、
五
徳
志
篇
・
志
氏
姓
篇
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
因
み
に
、
姓
が
始
祖
の
母
に
基
づ
く
こ
と
は
、『
論
衡
』
詰
術
篇

に
も
、「
古
者
『
生
に
因
り
て
以
て
姓
を
賜
う
』（『
左
伝
』
隠
公
八
年
）
と

は
、
其
の
生
む
所
に
因
り
て
之
に
姓
を
賜
え
る
な
り
」
と
し
、
例
と
し
て
禹

の
母
が

よ
く

苡い

（
植
物
名
）
を
呑
ん
で
禹
を
生
ん
だ
の
で
苡
を
姓
と
し
、
契

（
殷
の
始
祖
）
の
母
は
燕
子
（
燕
の
卵
）
を
呑
ん
で
契
を
生
ん
だ
の
で
子
を

姓
と
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
王
充
は
姓
の
発
音
と
五
音
と
を
結
び
つ

け
る
当
時
の
俗
信
を
否
定
す
る
た
め
に
感
生
帝
説
を
援
用
す
る
だ
け
で
あ

り
、
感
生
帝
説
自
体
は
否
定
し
て
い
る
（
怪
奇
篇
）。
○
名
字
者
云
々

「
名
」
は
出
生
時
に
つ
け
、「
字
」
は
冠
礼
（
成
人
式
）
に
つ
け
る
。『
論
衡
』

詰
術
篇
に
、
五
音
家
と
呼
ば
れ
る
占
い
師
が
、
姓
だ
け
で
な
く
名
や
字
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
を
発
音
す
る
際
の
口
の
開
閉
や
音
声
の
調
子
に
よ
っ
て
五
音

（
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
五
音
階
）
に
配
当
し
て
吉
凶
を
判
断
し
た
こ
と

が
見
え
る
。
○
推
紀

「
紀
」
は
糸
口
を
整
理
す
る
（
張
覚
）。

【
現
代
語
訳
】
図
宅
術
に
関
す
る
俗
説

〔
卜
筮
や
祭
祀
の
ほ
か
〕
荒
唐
無
稽
な
こ
と
に
姓
を
〔
発
音
に
よ
っ
て
〕

五
音
（
五
つ
の
音
階
）
に
こ
じ
つ
け
た
り
、
五
音
に
配
当
さ
れ
た
住
宅
に
お

け
る
太
歳
と
の
位
置
関
係
や
六
十
甲
子
へ
の
配
当
〔
に
よ
る
吉
凶
占
い
〕
を

で
っ
ち
あ
げ
た
り
す
る
が
、
詐
欺
も
甚
だ
し
い
。
昔
、
陰
陽
が
有
り
、
そ
の

後
に
五
行
が
生
ま
れ
た
。
五
帝
は
そ
れ
ぞ
れ
五
行
の
〔
う
ち
の
一
〕
気
を
受

け
て
〔
始
祖
と
し
て
〕
人
民
を
生
み
、
何
代
も
の
世
代
を
重
ね
て
、
よ
う
や

く
姓
名
号
氏
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
〔
誕
生
や
成
人
に
際
し
て
与

え
ら
れ
る
〕
名
や
字
と
い
う
も
の
は
、
衆
人
の
乱
雑
を
分
別
し
て
特
定
の
人

を
し
か
と
示
す
た
め
の
も
の
（
記
号
）
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
五
音
を

記
録
し
て
剛
柔
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。〔
姓
に
関
し
て
は
〕
今
、
俗

人
は
己
の
始
祖
を
推
究
し
て
系
統
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
う
え

に
、
か
え
っ
て
発
音
に
よ
っ
て
五
行
〔
の
う
ち
の
何
に
当
た
る
の
か
を
〕
確

定
し
よ
う
と
す
る
、
こ
の
上
な
い
誤
り
で
あ
る
。

六

夫
魚
処
水
而
生
、
鳥
拠
巣
而
卵
。
即
不
推
其
本
祖
、
諧
音
而
可
、
即
呼
鳥
為
魚
、

可
内
之
水
乎
、
呼
魚
為
鳥
、
可
棲
之
木
邪
。
此
不
然
之
事
也
。
命
駒
曰
犢
、
終

必
為
馬
。
是
故
凡
姓
之
有
音
也
、
必
随
其
本
生
祖
所
王
也
。
太

木
精
、
承
歳

而
王
、
夫
其
子
孫
咸
当
為
角
。
神
農
火
精
、
承

惑
而
王
、
夫
其
子
孫
咸
当
為

徴
。
黄
帝
土
精
、
承
鎮
而
王
、
夫
其
子
孫
咸
当
為
宮
。
少

金
精
、
承
太
白
而

王
、
夫
其
子
孫
咸
当
為
商
。

水
精
、
承
辰
而
王
、
夫
其
子
孫
咸
当
為
羽
。

雖
号
百
変
、
音
行
不
易
。

【
訓
読
】
夫そ

れ
魚
は
水
に
処
り
て
生
み
、
鳥
は
巣
に
拠
り
て
卵ら
ん

す
。
即も

し
其



の
本
祖
を
推
さ
ず
、
音
に
諧か
な

い
て
可
な
ら
ば
、
即も

し
鳥
を
呼
び
て
魚
と
為な

せ

ば
、
之
を
水
に
内い

る
べ
き
か
、
魚
を
呼
ん
で
鳥
と
為な

せ
ば
、
之
を
木
に
棲
ま

し
む
べ
き
か
。
此
れ
然
ら
ざ
る
の
事
な
り
。
駒く

（
仔
馬
）
に
命な

づ
け
て
犢と
く

（
仔
牛
）
と
曰
う
も
、
終
に
必
ず
馬
為た

り
。
是
の
故
に
凡
そ
姓
の
音
有
る
や
、

必
ず
其
の
本
生
の
祖
の
王
た
る
所
に
随
う
な
り
。
太た

い
こ
う

は
木
精
、
歳
を
承う

け

て
王
た
り
。
夫そ

れ
其
の
子
孫
は
咸み
な

当ま
さ

に
角
為た

る
べ
し
。
神
農
は
火
精
、
け
い

惑わ
く

を
承
け
て
王
た
り
。
夫
れ
其
の
子
孫
は
咸
当
に
徴ち

為
る
べ
し
。
黄
帝
は
土
精
、

鎮
を
承
け
て
王
た
り
。
夫
れ
其
の
子
孫
は
咸
当
に
宮
為
る
べ
し
。
少

し
ょ
うこ
う

は

金
精
、
太
白
を
承
け
て
王
た
り
。
夫
れ
其
の
子
孫
は
咸
当
に
商
為
る
べ

し
。

せ
ん

は
水
精
、
辰
を
承
け
て
王
た
り
。
夫
れ
其
の
子
孫
は
咸
当
に
羽
為

る
べ
し
。
号
は
百
変
す
と
雖
も
、
音
と
行
と
は
易か

わ
ら
ず
。

【
語
注
】
○
本
生
祖
所
王

始
祖
で
帝
王
と
な
っ
た
も
の
の
意
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
は
太

以
下
、
諸
姓
諸
氏
の
始
祖
と
な
っ
た
帝
王
。

○
太

木

精
云
々

太

は
伝
説
上
の
帝
で
、
伏
羲
氏
の
こ
と
。
五
行
の
木
の
精
気
を

受
け
た
の
で
「
木
精
」
と
い
う
。
五
徳
志
篇
に
も
「〔
伏
羲
は
〕
其
の
徳
は

木
」
と
言
う
。「
歳
星
」
は
木
星
。「
宮
」
は
五
音
（
五
つ
の
音
階
）
の
一
つ

で
、
五
行
で
は
木
に
配
当
さ
れ
る
。
○
神
農
火
精
云
々

神
農
は
伝
説
上
の

帝
で
、
炎
帝
と
も
称
す
。
五
行
の
火
の
精
気
を
受
け
た
の
で
「
火
精
」
と
い

う
。
五
徳
志
篇
に
も
「〔
神
農
は
〕
其
の
徳
は
火
紀
」
と
言
う
。「

惑
」
は

火
星
。「
徴
」
は
五
音
（
五
つ
の
音
階
）
の
一
つ
で
、
五
行
で
は
火
に
配
当

さ
れ
る
。
○
黄
帝
土
精
云
々

黄
帝
は
伝
説
上
の
帝
。
五
行
の
土
の
精
気
を

受
け
た
の
で
「
土
精
」
と
い
う
。
五
徳
志
篇
に
も
「〔
黄
帝
は
〕
其
の
徳
は

土
行
」
と
言
う
。「
鎮
」
は
土
星
。「
宮
」
は
五
音
（
五
つ
の
音
階
）
の
一
つ

で
、
五
行
で
は
土
に
配
当
さ
れ
る
。
○
少

金
精
云
々

少

は
伝
説
上
の

帝
。
五
行
の
金
の
精
気
を
受
け
た
の
で
「
金
精
」
と
い
う
。
五
徳
志
篇
に
も

「〔
少

は
〕
其
の
徳
は
金
行
」
と
言
う
。「
太
白
」
は
金
星
。「
商
」
は
五
音

（
五
つ
の
音
階
）
の
一
つ
で
、
五
行
で
は
金
に
配
当
さ
れ
る
。
○

水
精

云
々

は
伝
説
上
の
帝
。
五
行
の
水
の
精
気
を
受
け
た
の
で
「
水
精
」

と
い
う
。
五
徳
志
篇
に
も
「〔

は
〕
其
の
徳
は
水
行
」
と
言
う
。「
辰
」

は
水
星
。「
羽
」
は
五
音
（
五
つ
の
音
階
）
の
一
つ
で
、
五
行
で
は
水
に
配

当
さ
れ
る
。

【
現
代
語
訳
】
第
五
節
の
俗
説
に
対
す
る
批
判

そ
も
そ
も
魚
は
水
中
で
〔
子
を
〕
生
み
、
鳥
は
巣
で
卵
を
生
む
。
も
し
も

〔
人
が
姓
と
五
音
と
の
関
係
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
〕
始
祖
を
推
究
す
る
こ

と
な
く
、
音
声
上
で
対
応
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
な
ら
、
も
し
鳥
を
魚

と
呼
べ
ば
鳥
を
水
の
中
に
潜
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
魚
を
鳥
と
呼
べ

ば
魚
を
木
に
棲
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い

〔
や
は
り
生
み
の
親
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
〕。仔
馬
に
仔
牛
と
名
付
け
て
も
、

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
馬
は
馬
で
あ
る
。
こ
う
い
う
訳
で
、
お
よ
そ
姓
に
音
を

配
当
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
必
ず
そ
の
始
祖
で
帝
王
と
な
っ
た
も
の
に
基
づ

か
ね
ば
な
ら
な
い
。〔
具
体
的
に
は
〕
太

は
〔
五
行
の
う
ち
〕
木
の
精
気

を
受
け
た
も
の
で
、
歳
（
木
星
）
を
受
け
て
王
と
な
っ
た
。
そ
の
子
孫
は
み

な
〔
五
音
の
う
ち
〕
角
に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。
神
農
は
〔
五
行
の
う
ち
〕

火
の
精
気
を
受
け
た
も
の
で
、

惑
（
火
星
）
を
受
け
て
王
と
な
っ
た
。
そ

の
子
孫
は
み
な
〔
五
音
の
う
ち
〕
徴ち

に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。
黄
帝
は
〔
五

行
の
う
ち
〕
黄
の
精
気
を
受
け
た
も
の
で
、
鎮
（
土
星
）
を
受
け
て
王
と
な

っ
た
。
そ
の
子
孫
は
み
な
〔
五
音
の
う
ち
〕
宮
に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。

少

は
〔
五
行
の
う
ち
〕
金
の
精
気
を
受
け
た
も
の
で
、
太
白
（
金
星
）
を

受
け
て
王
と
な
っ
た
。
そ
の
子
孫
は
み
な
〔
五
音
の
う
ち
〕
商
に
当
て
る
べ

き
で
あ
る
。

は
〔
五
行
の
う
ち
〕
水
の
精
気
を
受
け
た
も
の
で
、
辰

（
水
星
）
を
受
け
て
王
と
な
っ
た
。
そ
の
子
孫
は
み
な
〔
五
音
の
う
ち
〕
羽

に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。〔
こ
の
よ
う
に
姓
と
五
行
・
五
音
と
の
関
係
は
始

五
六
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祖
に
よ
っ
て
決
定
す
る
か
ら
、
音
声
上
に
お
い
て
〕
呼
び
名
が
ど
れ
ほ
ど
変

わ
ろ
う
と
も
、〔
姓
と
関
わ
る
〕
音
と
行
と
は
不
変
で
あ
る
。

七

俗
工
又
曰
、「
商
家
之
宅
、
宜
（
出
西
門
）〔
西
出
門
〕
＊

。」
此
復
虚
矣
。
五
行

当
出
乗
其
勝
、
入
居
其

乃
安
吉
。
商
家
向
東
入
、
東
入
反
以
為
金
伐
木
、
則

家
中
精
神
日
戦
闘
也
。
五
行
皆
然
。
又
曰
「
宅
有
宮
商
之
第
、
直
符
之
歳
。」

既
然
者
、
於
其
上
増
損
門
数
、
即
可
以
変
其
音
而
過
其
符
邪
。
今
一
宅
也
、
同

姓
相
代
、
或
吉
或
凶
。
一
官
也
、
同
姓
相
代
、
或
遷
或
免
。
一
宮
也
、
成
康
居

之
日
以
興
、
幽
�
居
之
日
以
衰
。
由
此
観
之
、
吉
凶
興
衰
不
在
宅
、
明
矣
。

【
校
異
】
＊
汪
継
培
箋
本
は
「
宜
出
西
門
」
に
作
る
が
、『
論
衡
』
詰
術
篇

の
「
不
宜
南
向
」「
不
宜
北
向
」
を
参
照
す
れ
ば
、「
西
向
き
に
で
る
」
と
同

義
の
「
西
出
」
が
相
応
し
く
、「
西
門
」
の
語
は
妥
当
で
は
な
い
（
胡
楚
生
）。

述
古
堂
影
宋
写
本
（
四
部
叢
刊
所
収
）
は
「
宜
西
出
門
」
に
作
る
。

【
訓
読
】
俗
工
又ま

た

曰
く
、「
商
家
し
ょ
う
か

の
宅
、
宜
し
く
西
に
門
を
出
づ
べ
し
」
と
。

此
復

こ
れ
ま
た

虚い
つ
わ
りな
り
。
五
行
は
当
に
出
づ
る
に
は
其
の
勝
つ
に
乗
じ
、
入
り
て
は

其
の

お
う

に
居
り
て
乃
ち
安
吉
た
る
べ
し
。
商
家
し
ょ
う
か

東
に
向
き
て
入
る
。
東
に
入

れ
ば
反か

え
って
以
て
金
木
を
伐
つ
と
為
す
。
則
ち
家
中
に
精
神
日ひ
び

戦
闘
す
。
五

行
皆み

な

然
り
。
又
曰
く
、「
宅
に
宮
商
の
第
、
符
に
直あ

た
る
の
歳
有
り
」
と
。

既
に
然
ら
ば
、
其
の
上
に
於
い
て
門
の
数
を
増
損
す
れ
ば
、
即
ち
以
て
其
の

音
を
変
え
て
其
の
符
を
過
ご
す
べ
き
か
。
今い

ま

一
宅
や
、
同
姓
相あ
い

代か

わ
り
、
或

い
は
吉
或
い
は
凶
。
一
官
や
、
同
姓
相
代
わ
り
、
或
い
は
遷
り
或
い
は
免
ぜ

ら
る
。
一
宮
や
、
成
・
康
之こ

れ

に
居
れ
ば
日
に
以
て
興
り
、
幽
・
れ
い

之
に
居
れ

ば
日
に
以
て
衰
う
。
此
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
吉
凶
興
衰
は
宅
に
在
ら
ざ

る
こ
と
、
明
か
な
り
。

【
語
注
】
○
俗
工

世
間
の
占
い
師
。
叙
録
篇
に
も
卜
列
篇
の
要
旨
を
述
べ

る
中
で
「
俗
工
浅
源
、
莫
尽
其
才
」
と
言
う
。『
論
衡
』（
説
日
・
譏
日
・
弁

祟
・
難
歳
の
諸
篇
）
に
は
、
日
時
・
家
相
・
姓
名
か
ら
吉
凶
を
判
断
す
る
占

い
師
を
「
工
伎
」
と
称
す
。
○
商
家
之
宅
、
宜
西
出
門

当
時
の
図
宅
術
で

は
、
住
人
の
姓
の
音
階
が
示
す
方
角
と
門
の
方
角
と
の
関
係
に
よ
っ
て
吉
凶

が
判
断
さ
れ
た
。『
論
衡
』
詰
術
篇
に
は
図
宅
術
の
言
葉
「
商
家
の
門
は
宜

し
く
南
に
向
か
う
べ
か
ら
ず
、徴
家
の
門
は
宜
し
く
北
に
向
か
う
べ
か
ら
ず
」

を
載
せ
る
。
住
人
の
姓
の
音
階
が
商
（
レ
）
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
五
行
の
配

当
で
金
、
方
角
で
は
西
に
当
た
る
。
南
は
五
行
で
は
火
、
五
行
相
克
（
木
は

土
に
勝
ち
、
そ
れ
以
降
、
土→

木→

金→

火→

水
の
順
で
相
手
に
勝
つ
）
の

関
係
で
は
金
は
火
に
滅
ぼ
さ
れ
る
か
ら
、
門
は
南
向
き
に
作
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
。
徴
（
五
行
の
火
・
方
角
は
南
）
の
姓
の
住
人
に
と
っ
て
の
北

（
五
行
の
水
）
向
き
の
門
も
同
様
。
○
五
行
当
出
乗
其
勝
、
入
居
其

乃
安

吉

「
出
づ
る
に
其
の
勝
つ
に
乗
ず
る
」
と
は
、
外
出
す
る
歳
に
は
五
行
相

克
の
関
係
を
利
用
す
る
こ
と
。
商
家
（
五
行
の
金
）
の
場
合
は
、
木
の
方
角

す
な
わ
ち
東
へ
出
る
こ
と
に
な
る
。
「

」
は
室
の
西
南
の
隅
。『
説
文
解

字
』
七
篇
下
に
「
奥
、
宛
な
り
。
室
の
西
南
隅
な
り
」
と
あ
り
、
段
玉
裁
注

に
「
室
の
西
南
隅
は
宛
然
と
し
て
深
く
蔵
る
。
室
の
尊
き
処
な
り
」
と
す
る
。

当
時
の
図
宅
術
で
は
、
門
の
位
置
ば
か
り
を
問
題
に
し
、
住
居
の
中
心
で
あ

る
居
室
を
無
視
し
て
い
た
こ
と
は
、『
論
衡
』
詰
術
篇
に
「
夫
れ
門
と
堂
と

は
、
何
を
以
て
異
ら
ん
。
五
姓
の
門
、
各
お
の
五
姓
の
堂
有
り
。〔
堂
の
〕

向
か
う
所
宜
し
き
無
き
は
何
ぞ
や
。（
中
略
）〔
も
し
家
相
に
よ
っ
て
〕
吉
凶

を
図
る
に
は
、
宜
し
く
皆
堂
を
以
て
す
べ
し
（
夫
門
之
与
堂
、
何
以
異
。
五

姓
之
門
、
各
有
五
姓
之
堂
。
所
向
無
宜
何
。（
中
略
）
図
吉
凶
者
、
宜
皆
以

堂
）」
と
見
え
る
。
こ
の
卜
列
篇
の
所
説
は
、「
西
向
に
門
を
」
と
い
う
俗
説

に
対
し
、
俗
説
の
用
い
る
五
行
相
克
理
論
を
逆
手
に
取
っ
て
反
駁
を
加
え
る

と
共
に
、『
論
衡
』
と
同
様
に
居
室
を
無
視
す
る
不
備
を
衝
く
も
の
で
あ
る
。

五
七
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○
宮
商
之
第

住
宅
に
配
当
さ
れ
た
五
音
に
よ
る
区
別
。
○
直
符
之
歳

「
直
符
」
と
は
、
太
歳
（
歳
星
〈
木
星
〉
と
正
対
す
る
位
置
に
仮
想
し
た
星
）

の
方
角
に
ぴ
た
り
合
う
こ
と
。
太
歳
は
神
と
し
て
地
上
を
運
行
す
る
と
考
え

ら
れ
、
太
歳
の
あ
る
方
角
と
そ
れ
に
正
対
す
る
方
角
と
を
結
ぶ
方
向
に
移
動

（
転
居
）
や
動
作
を
起
こ
す
こ
と
（
普
請
・
婚
姻
）
は
凶
と
さ
れ
た
。『
論

衡
』

時
篇
に
「
太
歳
子
（
北
）
に
在
れ
ば
、
子
（
北
）
の
宅
は
直
符
、

午
（
南
）
の
宅
は
破
と
為
り
、
須
か
ら
く
功
を
興
し
事
を
起
す
べ
か
ら
ず

（
太
歳
在
子
、
子
宅
直
符
、
午
宅
為
破
、
不
須
興
功
起
事
）」
と
見
え
る
。
ま

た
辨
祟
篇
に
「
歳
破
直
符
」
の
語
が
見
え
る
。
ま
た
、
鬼
神
の
一
種
と
も
見

な
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
巫
列
篇
に
巫
覡
の
祈
祷
の
対
象
で
、
小
人
が
恐
れ

る
七
神
の
一
つ
に
「
直
符
」
を
挙
げ
る
。
○
一
官
也
云
々

官
吏
の
姓
と
官

舎
と
を
例
に
取
る
禁
忌
批
判
は
『
論
衡
』
詰
術
篇
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
官
に
安
ん
じ
遷
徙
す
る
は
、
未
だ
必
ず
し
も
角
姓
の
門
南
に
向
か
わ
ざ
る

な
り
。
位
を
失
い
貶
黜
せ
ら
る
る
は
、
未
だ
必
ず
し
も
商
姓
の
門
北
に
出

で
ざ
る
な
り
。
或
い
は
官
に
安
ん
じ
遷
徙
し
、
或
い
は
位
を
失
い
貶
黜
せ
ら

る
る
は
、
何
ぞ
や
（
安
官
遷
徙
、
未
必
角
姓
門
南
向
、
失
位
貶
黜
、
未
必
商

姓
門
北
出
也
。
或
安
官
遷
徙
、
或
失
位
貶
黜
、
何
）。」
○
成
・
康

「
成
」

は
、
周
王
朝
第
二
代
の
成
王
。「
康
」
は
、
成
王
を
継
い
だ
周
第
三
代
の
康

王
。
成
王
康
王
の
世
は
「
成
康
之
際
は
天
下
安
寧
、
刑
は
錯
き
て
四
十
余
年

用
い
ず
」（『
史
記
』
周
本
紀
）
と
さ
れ
る
平
穏
な
治
世
で
あ
っ
た
。
○

幽
・

「
幽
」
は
周
王
朝
第
十
二
代
の
幽
王
。
褒

を
寵
愛
し
、
后
（
申

侯
の
娘
）
と
太
子
宜
臼
と
を
廃
し
、
褒

と
そ
の
子
伯
服
と
を
后
と
太
子
に

立
て
た
。
后
の
父
申
侯
は
怒
り
、

国
と
犬
戎
（
異
民
族
）
と
共
に
幽
王
を

攻
め
殺
害
し
た
。
こ
の
事
変
で
犬
戎
が
侵
入
し
た
た
め
、
周
は
東
の
洛
陽
へ

と
遷
都
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
国
力
が
衰
微
し
た
。「

」
は
周
王
第
十
代
の

王
。

王
は
貪
欲
で
佞
臣
を
寵
愛
し
、
忠
臣
の
諫
言
や
国
人
の
言
葉
に
聞

く
耳
を
持
た
ず
、
そ
の
結
果
、
国
人
に
襲
撃
さ
れ

国
に
出
奔
し
そ
こ
で
死

ん
だ
。

【
現
代
語
訳
】
図
宅
術
・
太
歳
の
禁
忌
に
関
す
る
俗
説
と
そ
れ
へ
の
批
判

世
の
占
い
師
は
ま
た
言
う
、「〔
そ
の
住
人
の
姓
が
〕
商
の
音
に
当
た
る
住

宅
は
、
西
に
向
か
っ
て
門
を
出
る
よ
う
に
〔
す
な
わ
ち
、
西
側
に
門
を
設
け

る
よ
う
に
〕
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
も
ま
た
出
鱈
目
で
あ
る
。
五
行

〔
の
理
論
〕
で
は
、
家
を
出
る
に
は
相
手
に
勝
つ
の
に
乗
じ
て
出
る
よ
う
に

し
、
家
に
入
っ
て
は
居
室
の
西
南
隅
に
居
て
こ
そ
安
ら
か
で
縁
起
が
良
い
は

ず
だ
。〔
占
い
師
の
言
う
よ
う
に
西
側
に
門
を
設
け
た
と
す
る
と
〕
商
姓
の

人
は
東
に
向
か
っ
て
家
に
入
る
こ
と
に
な
る
。〔
し
か
し
、
五
行
の
理
論
で

は
〕
東
向
き
に
入
る
と
逆
に
〈
金
（
商
姓
）
が
木
（
東
）
を
討
つ
〉
こ
と
に

な
る
。
と
な
る
と
、
家
の
中
で
は
精
神
が
毎
日
戦
闘
状
態
で
あ
る
。〔
以
上

は
商
姓
（
金
）
を
例
に
挙
げ
た
が
〕
五
行
ど
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。〔
世

の
占
い
師
は
〕
ま
た
言
う
、「
住
宅
に
は
、
そ
れ
に
配
当
さ
れ
た
五
音
の
区

別
や
太
歳
の
方
角
と
の
一
致
が
有
る
」
と
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
住
宅
に
門

の
数
を
増
し
た
り
減
ら
し
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
住
宅
に
当
て
ら
れ
た
音
を
変

え
た
り
、
太
歳
の
方
角
と
の
一
致
〔
に
よ
る
凶
〕
を
避
け
た
り
で
き
る
の
か
。

も
し
一
軒
の
住
宅
に
同
姓
の
者
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
り
住
ん
だ
場
合
、
吉

と
な
る
者
も
有
る
し
、
凶
と
な
る
者
も
有
る
。
一
つ
の
役
所
に
同
姓
の
者
が

相
次
い
で
着
任
し
た
場
合
、
昇
進
す
る
者
も
有
り
、
免
官
と
な
る
者
も
有
る
。

一
つ
の
宮
殿
で
も
、〔
周
王
朝
の
名
君
で
あ
る
〕
成
王
・
康
王
が
住
め
ば
日

に
日
に
繁
栄
し
、〔
逆
に
同
じ
周
王
朝
つ
ま
り
同
姓
で
も
暗
君
の
〕
幽
王
・

王
が
住
め
ば
日
を
追
っ
て
衰
退
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、

吉
凶
興
廃
が
住
宅
と
関
係
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 五

八
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八

及
諸
神
祇
太
歳
豊
隆
鉤
陳
太
陰
将
軍
之
属
、
此
乃
天
吏
、
非
細
民
所
当
事
也
。

天
之
有
此
神
也
、
皆
所
以
奉
成
陰
陽
而
利
物
也
。
若
人
治
之
有
牧
守
令
長
矣
。

向
之
何
怒
、
背
之
何
怒
。
君
民
道
近
、
不
宜
相
責
。
況
神
致
貴
、
与
人
異
礼
、

豈
可
望
乎
。

【
訓
読
】
諸

も
ろ
も
ろの
神
祇
太
歳
・
豊
隆
・
鉤
陳
こ
う
ち
ん

・
太
陰
将
軍
の
属
の
及ご
と

き
は
、

此こ
れ

乃す
な
わ
ち
天
吏
な
れ
ば
、
細
民
の
当
に
事つ
か

う
べ
き
所
に
非
ざ
る
な
り
。
天
の

此
の
神
有
る
や
、
皆み

な

陰
陽
を
奉
成
し
て
物
に
利
す
る
所
以
ゆ
え
ん

な
り
。
人
治
の
牧

守
令
長
有
る
が
若ご

と

し
。
之
に
向
か
い
て
何
ぞ
怒
ら
ん
、
之
に
背
き
て
何
ぞ
怒

ら
ん
。
君
と
民
と
道
近
き
す
ら
、
宜
し
く
相
責
む
べ
か
ら
ず
。
況い

わ
んや
神
は
貴

き
を
致き

わ

め
、
人
と
礼
を
異
に
す
、
豈あ
に

望せ

む
べ
け
ん
や
。

【
語
注
】
○
及

「
及
」
は
「
若
（
ご
と
し
）」
と
同
義
（
彭
鐸
）。
○
太
歳

第
七
節
「
直
符
之
歳
」
注
参
照
。
○
豊
隆

雷
の
神
。
○
鉤
陳
・
太
陰
将
軍

と
も
に
天
体
を
神
格
化
し
た
も
の
。『
漢
書
』
巻
八
十
七
上
揚
雄
伝
所
載

「
甘
泉
賦
」
に
「
招
搖
と
泰
陰
．
．

と
に
詔
し
、
鉤
陳
．
．

を
伏
せ
て
兵
を
当

つ
か
さ
どら
し
め

（
中
略
）
八
神
奔
り
て
警
蹕
し
、
殷

を
振
わ
し
軍
裝
す
（
詔
招
搖
与
泰
陰
．
．

兮
、
伏
鉤
陳
．
．

使
当
兵
、
属
堪
輿
以
壁
塁
兮
（
中
略
）
八
神
奔
而
警
蹕
兮
、
振

殷

而
軍
裝
）」
と
あ
り
、
顔
師
古
注
は
、
招
搖
以
下
、
泰
陰
（
太
陰
に
同

じ
）
や
鉤
陳
が
下
文
の
「
八
神
」
に
相
当
し
、
そ
の
神
々
が
威
儀
盛
ん
に
軍

備
を
整
え
る
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
因
み
に
太
陰
将
軍
は
『
抱
朴
子
』
内

篇
地
真
篇
に
「
太
歳
太
陰
将
軍

．
．
．
．

・
月
建

耗
の
神
を
避
け
ず
」
と
見
え
る
。

○
牧
守
令
長

「
牧
」
は
州
の
長
官
、「
守
」
は
郡
の
長
官
、「
令
」
は
大
県

の
長
官
、「
長
」
は
小
県
の
長
官
。
太
歳
神
な
ど
を
人
界
の
長
官
に
喩
え
て

禁
忌
の
虚
妄
を
批
判
す
る
論
法
は
、『
論
衡
』
難
歳
篇
に
も
「
太
歳
の
意
、

猶
お
長
吏
の
心
の
ご
と
し
。（
中
略
）
豈
独
り
器
を
抱
き
物
を
載
せ
、
宅
を

去
り
て
居
を
徙
し
之
に
触
犯
す
る
者
に
し
て
、
乃
ち
之
を
責
め
ん
や
（
太
歳

之
意
、
猶
長
吏
之
心
也
。（
中
略
）
豈
独
抱
器
載
物
、
去
宅
徙
居
触
犯
之
者
、

而
乃
責
之
哉
）。」
と
見
え
る
。
○
致
貴

「
致
」
は
極
め
る
の
意
（
彭
鐸
）。

○
望

「
望
」
は
「

（
責
め
る
）」
に
通
じ
る
（
彭
鐸
）。
一
説
は
『
永
楽

大
典
』
に
「
豈
可
妄
事
」
と
あ
る
に
従
う
べ
き
か
と
す
る
（
胡
楚
生
）。
今
、

彭
説
に
従
う
。

【
現
代
語
訳
】
太
歳
や
諸
神
の
禁
忌
に
対
す
る
批
判

多
く
の
神
祇
、〔
例
え
ば
〕
太
歳
・
豊
隆
・
鉤
陳
・
太
陰
将
軍
な
ど
の
類

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
天
の
役
人
で
あ
る
か
ら
、
下
々
の
民
が
お
仕
え
す
る

よ
う
な
相
手
で
は
な
い
。
天
に
こ
れ
ら
の
神
々
が
い
る
の
は
、
陰
陽
の
働
き

を
助
成
し
て
物
に
利
益
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
人
間
の
政
治
に

州
郡
県
の
長
官
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。〔
長
官
は
庶
民
に
遠
く
離
れ

た
存
在
だ
か
ら
〕
彼
の
方
角
へ
向
い
た
と
て
何
で
怒
ろ
う
、
彼
の
方
角
へ
背

を
向
け
た
と
て
何
で
怒
ろ
う
〔
関
知
す
る
所
で
は
な
か
ろ
う
〕。〔
共
に
人
間

と
い
う
こ
と
で
は
〕
君
と
民
と
は
近
い
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
す
ら
相
手

を
責
め
と
が
め
る
道
理
は
な
い
。
ま
し
て
神
は
極
め
て
尊
く
、
人
と
は
礼
を

異
に
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
に
は
、〔
神
の
方
角
に
向
い
た
か
背
む
い
た
か

を
〕
ど
う
し
て
の
責
め
と
が
め
た
り
し
よ
う
か
。

九

且
欲
使
人
而
避
鬼
、
是
即
道
路
不
可
行
、
而
室
廬
不
復
居
也
。
此
謂
賢
人
君
子

秉
心
方
直
、
精
神
堅
固
者
也
。
至
如
世
俗
小
人
、
醜
妾
婢
婦
、
浅
陋
愚

、
漸

染
既
成
、
又
数
揚
精
破
胆
。
今
不
順
精
誠
所
向
、
而
彊
之
以
其
所
畏
、
直
亦
増

病
爾
。
何
以
明
其
然
也
。
夫
人
之
所
以
為
人
者
、
非
以
此
八
尺
之
身
也
、
乃
以

其
有
精
神
也
。
人
有
恐
怖
死
者
、
非
病
之
所
加
也
、
非
人
功
之
所
辜
也
。
然
而

五
九
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至
於
遂
不
（
損
）〔

〕
＊

者
、
精
誠
去
之
也
。
孟
賁
狎
猛
虎
而
不
惶
、
嬰
人
畏

螻
蟻
而
発
聞
。
今
通
士
或
欲
彊
羸
病
之
愚
人
、
必
之
其
所
不
能
、
吾
又
恐
其
未

尽
善
也
。

【
校
異
】
＊
「
損
」
は
「

」
に
作
る
べ
し
（
胡
楚
生
）。

【
訓
読
】
且
つ
人
を
し
て
鬼
を
避
け
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
是こ

れ

即
ち
道
路
行

く
べ
か
ら
ず
、
室し

つ

盧
復
ろ

ま

た
居
る
べ
か
ら
ず
。
此こ
れ

賢
人
君
子
の
心
を
秉と

る
こ

と
方
直
、
精
神
の
堅
固
な
る
者
に
謂
う
な
り
。
世
俗
の
小
人
、
醜
妾
婢
婦

し
ゅ
う
し
ょ
う
ひ
ふ

の

如
き
に
至
り
て
は
、
浅
陋

せ
ん
ろ
う

愚ぐ
と
う

、
漸
染
し
て
既
に
成
り
、
又ま
た

數
し
ば
し
ば

精
を
揚
げ

胆
を
破
る
。
今い

ま

精
誠
の
向
か
う
所
に
順
わ
ず
、
之
に
彊し

う
る
に
其
の
畏お
そ

る
る

所
を
以
て
す
れ
ば
、
直た

だ
亦ま
た

病う
れ

い
を
増
す
の
み
。
何
を
以
て
其
の
然
る
を
明

ら
か
に
せ
ん
か
。
夫そ

れ
人
の
人
為た

る
所
以
ゆ
え
ん

の
者
は
、
此
の
八
尺
の
身
を
以
て

に
非
ず
、
乃
ち
其
の
精
神
有
る
を
以
て
な
り
。
人
に
恐
怖
し
て
死
す
る
者
有

る
は
、
病
の
加
う
る
所
に
非
ず
、
人
功
の
辜つ

み

す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
＊

。
然

れ
ど
も
遂
に

す
く

わ
れ
ざ
る
に
至
る
は
、
精
誠
之こ
れ

を
去
れ
ば
な
り
。
孟
賁
も
う
ふ
ん

は
猛

虎
に
狎な

れ
て
惶お
そ

れ
ず
、
嬰
人
え
い
じ
ん

は
螻ろ
う

蟻ぎ

を
畏お
そ

れ
て
発
聞
す
。
今い
ま

通
士
或
い
は

羸
病

る
い
び
ょ
うの
愚
人
に
彊し

う
る
に
、必
ず
其
の
能あ
た

わ
ざ
る
所
を
之も
つ

て
せ
ん
と
欲
せ
ば
、

吾わ
れ

又ま
た

其
の
未
だ
善
を
尽
さ
ざ
る
を
恐
る
る
な
り
。

【
語
注
】
○
醜
妾
婢
婦

一
説
に
「
醜
」「
婢
」
と
も
に
卑
賤
の
意
と
す
る

が
（
彭
鐸
）、
根
拠
は
示
さ
な
い
。「
醜
」
を
常
識
的
に
「
み
に
く
い
」
の
意

と
取
っ
た
場
合
、
神
秘
説
へ
の
惑
溺
と
容
貌
の
醜
さ
と
が
関
係
す
る
と
考
え

ら
れ
た
の
か
、
未
詳
。
○
精
誠
所
向

真
心
、
ま
ご
こ
ろ
。『
潜
夫
論
』
中

に
以
下
の
用
例
が
あ
る
。
夢
列
篇
「
其
の
時
精
誠
．
．

の
感
じ
薄せ

ま
る
所
、
神

霊
の
告
ぐ
る
所
有
れ
ば
、
乃
ち
占
い
有
る
の
み
（
其
時
有
精
誠
．
．

之
所
感
薄
、

神
霊
之
所
告
者
、
乃
有
占
爾
）」、
交
際
篇
「〔
二
人
が
向
き
合
う
な
ら
恩
情

が
生
じ
〕
精
誠
相
射
て
、
心
を
貫
き
髄
に
達
す
（
精
誠
．
．

相
射
、
貫
心
達
髄
）」、

明
忠
篇
「
人
君
精
誠
．
．

を
開
き
以
て
賢
忠
に
示
さ
ず
ん
ば
、
賢
忠
も
亦
た
以

て
達
す
る
を
得
る
無
し
（
人
君
不
開
精
誠
．
．

以
示
賢
忠
、
賢
忠
亦
無
以
得
達
）。」

○
人
功
之
所
辜

「
人
功
」
は
人
為
。『
潜
夫
論
』
愛
日
篇
に
「〔
穀
物
の
豊

熟
は
〕
人
功
有
る
を
以
て
な
り
（
以
有
人
功
也
）」「〔
労
働
力
の
浪
費
に
つ

い
て
、
天
災
を
除
き
〕
但
だ
人
功
の
見
事
を
以
て
之
れ
を
言
え
ば
（
後
略
）

（
但
以
人
功
見
事
言
之
）」
な
ど
と
見
え
る
。
一
説
に
、「
人
功
」
は
「
人
の

体
力
」
の
意
、「
辜
」
は
「

（
干
か
ら
び
て
死
ぬ
）」
に
通
ず
る
と
す
る
が

（
張
覚
）、
従
わ
な
い
。
○
損

「

（
救
う
の
意
味
）」
に
作
る
べ
し
と
す

る
胡
楚
生
説
に
従
う
。
一
説
に
、
病
が
減
じ
る
（
汪
継
培
）。
○
精
誠
去
之

汪
継
培
は
『
漢
書
』
東
方
朔
伝
「
精
神
散
じ
て
邪
気
及
ぶ
（
精
神
散
而
邪
気

及
）」
を
引
き
、「
精
誠
」
を
「
精
神
」
と
同
義
と
見
る
。
○
孟
賁

戦
国
時

代
の
勇
者
。
○
発
聞

声
を
発
し
て
人
に
聞
こ
え
る
（
汪
継
培
）。
○
通
士

社
会
の
安
定
を
思
い
現
象
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
処
で
き
る
人
物
。『
荀
子
』

不
苟
篇
に
「
上
は
則
ち
能
く
君
を
尊
び
、
下
は
則
ち
能
く
民
を
愛
し
、
物
至

れ
ば
応
じ
、
事
起
れ
ば
辨
ず
。
是
く
の
若
く
ん
ば
則
ち
通
士
と
謂
う
べ
し

（
上
則
能
尊
君
、
下
則
能
愛
民
、
物
至
而
応
、
事
起
而
辨
。
若
是
則
可
謂
通

士
矣
）」
と
あ
る
。
一
説
に
、
こ
の
通
士
は
自
ら
通
士
を
自
任
す
る
卜
筮
者

を
意
味
す
る
と
す
る
が
（
張
覚
）、
従
わ
な
い
。
な
お
『
潜
夫
論
』
に
は
こ

こ
以
外
に
「
通
士
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、「
賢
人
達
士
．
．

」（
相
列
篇
）
が
近

い
語
と
思
わ
れ
る
。
○
羸
病

病
み
疲
れ
た
。
疾
病
で
衰
え
た
者
が
迷
信
に

陥
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
浮
侈
篇
に
「
羸
弱
疾
病
の
家
、
憂
い

を
懐
き
て

か
い
か
い

（
心
乱
れ
）、
皆
恐
懼
し
易
し
（
羸
弱
疾
病
之
家
、
懐
憂

、
皆
易
恐
懼
）」
と
見
え
る
。
○
必
之
其
所
不
能

「
之
」
は
「
以
」
と

同
義
（
胡
楚
生
）。
○
未
尽
善
也

ま
だ
最
善
と
は
い
え
な
い
。『
論
語
』

八

篇
に
「〔
孔
子
が
〕
武
を
謂
わ
く
、
美
を
尽
せ
り
、
未
だ
善
を
尽
さ
ざ

る
な
り
（
謂
武
、
尽
美
矣
、
未
尽
善
也
）」
と
見
え
る
。
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【
現
代
語
訳
】
俗
信
に
惑
溺
す
る
人
々
へ
の
対
処
の
難
し
さ

そ
の
上
、〔
も
し
本
当
に
〕
鬼
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、〔
其
処
此
所
に
い

る
は
ず
だ
か
ら
〕
道
路
を
歩
く
こ
と
も
、
部
屋
に
居
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

〔
も
っ
と
も
〕
こ
の
こ
と
は
志
操
が
固
く
真
っ
直
ぐ
で
精
神
の
堅
固
な
賢
人

君
子
を
相
手
に
言
う
こ
と
だ
。
世
の
詰
ま
ら
ぬ
男
や
卑
し
い
女
な
ど
は
、
浅

は
か
で
愚
か
、〔
俗
信
に
〕
染
ま
っ
て
習
い
性
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う
え

度
々
正
気
を
失
い
胆
を
潰
し
て
い
る
。
い
ま
彼
ら
の
〔
鬼
神
を
避
け
た
い
と

い
う
〕
真
情
の
向
か
う
方
向
に
逆
ら
い
、
彼
ら
が
畏
れ
る
対
象
（
鬼
神
）
に

よ
っ
て
〔
鬼
神
は
恐
る
る
に
足
ら
ず
と
〕
矯
正
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
た

だ
彼
ら
の
憂
い
を
増
す
ば
か
り
だ
。
何
に
よ
っ
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う

か
。
そ
も
そ
も
人
が
人
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
の
八
尺
の
身
体
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
精
神
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
怖
の
あ
ま
り
死
ぬ
人
が
い
る
の
は
、

病
気
の
せ
い
で
は
な
く
、
人
の
手
に
よ
っ
て
罰
が
加
え
ら
れ
た
か
ら
で
も
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
死
を
免
れ
な
い
の
は
、
精
神
が
身
体
を
去
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
孟
賁
は
猛
き
虎
に
近
づ
い
て
も
恐
れ
ず
、
嬰
児
は
螻
や
蟻
を
も
恐
れ

て
人
に
聞
こ
え
る
よ
う
な
大
声
を
あ
げ
る
。
も
し
も
通
士
と
称
せ
ら
れ
る
人

が
〔
俗
信
に
〕
病
み
疲
れ
た
愚
人
に
無
理
な
こ
と
を
強
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
最
善
の
策
で
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
と
私
は
心
配
す
る
。

十

移
風
易
俗
之
本
、
乃
在
開
其
心
而
正
其
精
。
今
民
生
不
見
正
道
、
而
長
於
邪
淫

誑
惑
之
中
、
其
信
之
也
、
難
卒
解
也
。
惟
王
者
能
変
之
。

【
訓
読
】
風
を
移
し
俗
を
易か

う
る
の
本
は
、
乃す
な
わち
其
の
心
を
開
い
て
其
の
精

を
正
す
に
在
り
。
今
民

い
ま
た
み

生
ま
れ
て
正
道
を
見
ず
、
而し
か

し
て
邪
淫
じ
ゃ
い
ん

誑
惑
き
ょ
う
わ
く
の
中

に
長
じ
、
其
の
之
を
信
ず
る
や
、
卒に

わ

か
に
は
解
け
難
し
。
惟
だ
王
者
の
み
能よ

く
之
を
変
ず
。

【
語
注
】
○
移
風
易
俗

風
俗
を
改
め
る
こ
と
。『
孝
経
』
広
至
徳
章
に

「
風
を
移
し
俗
を
易
め
る
は
、
楽
よ
り
善
き
は
莫
し
（
移
風
易
俗
、
莫
善
於

楽
）」
と
見
え
る
。

【
現
代
語
訳
】
風
俗
改
善
の
難
し
さ

風
俗
を
改
め
る
最
重
要
の
施
策
は
、
民
衆
を
啓
蒙
し
て
精
神
を
矯
正
す
る

こ
と
に
あ
る
。
現
在
、
民
は
生
ま
れ
て
此
の
方
、
正
道
を
見
た
こ
と
が
無
く
、

邪
悪
で
欺
瞞
に
満
ち
た
世
に
成
長
し
た
の
で
あ
る
、
民
の
〔
俗
信
に
対
す
る
〕

盲
信
は
す
ぐ
に
は
解
き
難
い
。
た
だ
王
者
だ
け
が
こ
の
状
況
を
変
革
し
得

る
。

《
叙
録
第
三
十
三
節
録
》

『
潜
夫
論
』
の
末
尾
の
叙
録
篇
は
、
王
符
自
身
が
各
篇
の
趣
旨
を
要
約
す
る
。

い
ま
卜
列
篇
に
関
す
る
記
述
を
節
録
す
る
。

天
生
神
物
、
聖
人
則
之
。
蓍
亀
卜
筮
、
以
定
嫌
疑
。
俗
工
浅
源
、
莫
尽
其
才
。

自
（
大
非
）〔
非
大
〕
＊

賢
、
何
足
信
哉
。
故
叙
卜
列
第
二
十
五
。

【
校
異
】
＊
「
大
非
」
の
二
字
は
転
倒
す
（
彭
鐸
）。

【
訓
読
】
天
神
物
を
生
み
、
聖
人
之こ

れ

に
則
る
。
蓍
亀
し

き

卜
筮
ぼ
く
ぜ
い

は
、
以
て
嫌
疑

を
定
む
。
俗
工
浅
源
、
其
の
才
を
尽
く
す
莫
し
。
大
賢
に
非
ざ
る
よ
り
は
、

何
ぞ
信
ず
る
に
足
ら
ん
や
。
故
に
卜
列

ぼ
く
れ
つ

第
二
十
五
を
叙
す
。

【
語
注
】
○
天
生
神
物

「
神
物
」
は
神
聖
な
も
の
、
易
占
に
用
い
る
蓍

（
筮
竹
）。『
周
易
』
繋
辞
上
伝
に
「
天
神
物
を
生
み
、
聖
人
之
に
則
る
（
天

生
神
物
、
聖
人
則
之
）」
と
見
え
る
。
○
蓍
亀
卜
筮
以
定
嫌
疑

王
逸
「
卜

居
序
」
に
も
「〔
排
斥
さ
れ
た
屈
原
は
己
れ
の
居
る
べ
き
場
所
を
卜
し
〕
神
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明
に
稽
問
し
、
之
を
蓍
亀
に
決
し
（
中
略
）
異
策
を
聞
き
て
以
て
嫌
疑
を
定

め
ん
こ
と
を
冀
う
。
故
に
「
卜
居
」
と
曰
う
（
稽
問
神
明
、
決
之
蓍
亀
（
中

略
）
冀
聞
異
策
以
定
嫌
疑
。
故
曰
「
卜
居
」
也
）」
と
見
え
る
。
○
俗
工
浅

源

「
浅
源
」
の
語
意
未
詳
。
交
際
篇
に
「
俗
士
浅
短
」、
徳
化
篇
に
「
浅

薄
を
行
う
」「
浅
薄
の
悪
無
し
」
等
の
語
有
り
。
い
ま
仮
に
こ
れ
に
近
い
意

と
し
て
訳
す
。

【
現
代
語
訳
】
天
は
神
聖
な
卜
筮
の
道
具
を
生
み
、
聖
人
は
筮
竹
の
指
示
に

従
っ
た
。
筮
竹
や
亀
甲
は
疑
わ
し
き
に
決
定
を
下
す
手
段
で
あ
る
。
世
の
占

い
師
は
浅
は
か
で
、
自
分
の
才
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
者
は
無
い
。
偉
大
な

賢
者
〔
に
よ
る
占
い
〕
で
無
い
限
り
は
、
ど
う
し
て
信
じ
る
に
足
ろ
う
か

〔
世
の
占
い
師
は
信
ず
る
に
足
り
な
い
〕。
そ
こ
で
「
卜
列
（
占
い
に
関
す
る

議
論
）」
第
二
十
五
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
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